
（　
　
　
　

）

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

六
一

一
一
三
九

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

―
―
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
、
諸
外
国
法
と
比
較
し
て
―
―

小
　
　
池
　
　
未
　
　
来

第
一
章　

は
じ
め
に

第
二
章　

比
較
国
際
私
法

　

第
一
節　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約

　
　

一　

概
説

　
　

二　

抵
触
規
則
の
概
要

　
　

三　

当
事
者
自
治
に
関
す
る
議
論

　

第
二
節　

ド
イ
ツ
法

　
　

一　

抵
触
規
則
の
概
要

　
　

二　

起
草
過
程

　
　

三　

当
事
者
自
治
に
関
す
る
議
論
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者
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す
る
一
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察

一
一
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第
三
節　

ベ
ル
ギ
ー
法

　

第
四
節　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
法

　

第
五
節　

ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案

　
　

一　

概
説

　
　

二　

抵
触
規
則
の
概
要

　
　

三　

当
事
者
自
治
に
関
す
る
議
論

第
三
章　

検
討

　
　

一　

当
事
者
自
治
の
許
容

　
　

二　

当
事
者
自
治
と
客
観
的
連
結

　
　

三　

量
的
制
限

　
　

四　

所
在
地
法
の
選
択

　
　

五　

フ
ラ
ン
ス
の
特
異
性

第
四
章　

お
わ
り
に

第
一
章　

は
じ
め
に

　

夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
当
事
者
自
治
は
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
決
定
に
つ
い
て
の
三
つ
の
立
法
主
義
の
一
つ
（
意
思
主
義
）
と
し
て
国

際
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り）

1
（

、
そ
れ
が
家
族
関
係
の
単
位
法
律
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
普
及
し
て
い
る
。
当
事
者

自
治
を
認
め
る
国
に
は
、
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
中
央
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ブ
ル
ン
ジ
、
ス
イ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
、
ト
ル
コ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ガ
ボ
ン
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
が
あ
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る
が
、
前
者
四
か
国
に
お
い
て
は
選
択
肢
が
制
限
さ
れ
て
お
ら
ず
、
残
り
は
制
限
し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
夫
婦
財
産
契
約
の
枠
組
で
準
拠
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
多
く
の
州
で
も
同
様

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
き
当
事
者
自
治
を
認
め
る
国
際
条
約
と
し
て
、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法

に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
（
以
下
、﹁
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
﹂
と
い
う
。）
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
関
し

て
発
効
し
て
い
る
。
よ
り
最
近
で
は
、
現
在
欧
州
連
合
に
お
い
て
提
案
さ
れ
て
い
る
﹁
夫
婦
財
産
制
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
、
準
拠
法
並

び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
理
事
会
規
則
提
案
﹂（
以
下
、﹁
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
﹂
と
い
う
。）
も
ま
た
、当
事
者
自
治
を
認
め
る
。

　

同
様
に
、
我
が
国
で
も
平
成
元
年
法
例
改
正
以
来
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
選
択
を
認
め
て
い
る
。
我
が
国
で
こ
の
よ
う
に
当
事
者
自

治
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
家
族
関
係
の
単
位
法
律
関
係
の
中
で
は
、
夫
婦
財
産
制
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
平
成
元
年
法
例
改
正
に
よ
っ
て

当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
八
年
の
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

ー
グ
条
約
や
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
第
一
五
条
第
二
項
の
よ
う
に
、
準
拠
法
の
選
択
制
を
採
用
し
て
い
る
立
法
例
も
あ
る
の
で
、
国
際
私
法
の

統
一
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
を
導
入
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
こ
と
、
財
産
関
係
で
あ
る
か
ら
当
事
者
自
治
を
認
め
る
の
に
適
し
て
い
る
こ

と
、
段
階
的
連
結
で
は
、
婚
姻
当
事
者
に
と
っ
て
す
ら
自
己
の
財
産
関
係
を
規
律
す
る
法
律
が
明
確
で
な
く
、
ま
た
、
改
正
前
の
法
例
と
は

異
な
り
、
変
更
主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
明
確
性
又
は
固
定
性
を
望
む
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
し
て
も
よ
い
こ
と
、
我
が
国
の
民
法
が

夫
婦
財
産
契
約
を
認
め
て
い
る
の
で
実
質
法
と
の
均
衡
上
、抵
触
法
上
も
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
の
余
地
を
認
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
、

夫
婦
財
産
契
約
の
可
否
、
要
件
は
国
に
よ
っ
て
異
な
り
、
常
に
そ
の
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
選
択
制
に
つ
い
て
難

点
と
さ
れ
て
い
た
内
国
取
引
の
保
護
問
題
に
つ
い
て
解
決
し
う
る
こ
と
等
で
あ
る）

2
（

。
な
お
、
準
拠
法
選
択
に
量
的
制
限
を
設
け
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
が
通
常
の
財
産
関
係
と
は
異
な
り
、
夫
婦
共
同
体
の
関
連
が
強
い
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る）

3
（

。

　

以
上
の
立
法
理
由
に
つ
い
て
は
、﹁
こ
の
制
度
そ
の
も
の
は
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
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る
が
、
個
々
で
は
そ
れ
に
加
え
て
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
前
述
し
た
平
成
元
年
法
例
改
正
の
改
正
目
的
の
一
つ
﹃
準
拠
法
の
指
定
の
国
際

的
統
一
を
図
る
こ
と
﹄
が
意
識
さ
れ
て
い
る
﹂）

4
（

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
法
務
委
員
会
に
お
い
て
も
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
他
方
で
、

そ
の
他
の
点
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
法
務
委
員
会
で
は
、
平
成
元
年
改
正
法
例
の
法
律
案
の
趣
旨
の
一
つ
と
し
て
、
夫
婦
財

産
制
に
つ
き
当
事
者
自
治
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
外
国
の
国
際
私
法
の
立
法
等
の
動
向
と
の
調
和
を
図
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い

る）
5
（

。
そ
し
て
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
で
作
成
さ
れ
た
条
約
に
対
す
る
対
処
方
法
と
し
て
、
条
約
を
批
准
し
な
い
と
し
て
も
、﹁
そ
の
精
神

を
で
き
る
だ
け
取
り
入
れ
る
、
そ
の
中
身
を
先
取
り
を
し
て
国
際
私
法
の
中
に
取
り
込
む
﹂
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
平
成
元
年
改
正
法
例
の
法

律
案
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
つ
い
て
当
事
者
自
治
の
導
入
が
こ
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る）

6
（

。

　

こ
の
よ
う
に
立
法
の
根
拠
と
し
て
国
際
的
な
統
一
や
調
和
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
、
前
述
の
も
の
以
外
の
根
拠
付
け
も
あ

り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
家
族
法
の
他
の
領
域
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
可
能
性
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
夫
婦
財

産
制
の
当
事
者
自
治
の
根
拠
を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
根
拠
が
他
の
領
域

で
も
妥
当
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
当
事
者
自
治
を
認
め
る
余
地
を
考
え
う
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
我
が
国
で
は
、
夫
婦
財
産
制

に
お
け
る
当
事
者
自
治
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
諸
外
国
の
法
及
び
条
約
を
対
象
と
し

た
比
較
法
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
、
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅳ

規
則
提
案
、
ド
イ
ツ
法
、
ベ
ル
ギ
ー
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
及
び
ド
イ
ツ
法
は
、
前
述
の
よ

う
に
、
平
成
元
年
法
例
改
正
の
際
に
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
拙
稿
﹁
国
際
離
婚
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
︱
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
立
法
例
を
手
が
か
り
に
︱
﹂
で
は
、ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
以
前
か
ら
離
婚
に
つ
き
当
事
者
自
治
を
導
入
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
し
て
、

オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
及
び
ベ
ル
ギ
ー
を
取
り
上
げ
た
が
、
家
族
法
の
領
域
全
体
に
お
け
る
当
事
者
自
治
を
考
察
す
る
た
め
本
稿
で
も
こ
れ
ら

の
国
を
比
較
対
象
と
し
た
い
。
も
っ
と
も
、
オ
ラ
ン
ダ
は
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
を
批
准
し
て
い
る
た
め
、
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
は
し
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な
い
。
前
述
の
拙
稿
で
は
、
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
を
扱
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
を
紹
介
も
兼
ね
て
取
り
上
げ
た
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
発
効
以
前
か
ら
、
そ
の
判
例
が
早
く
か
ら
当
事
者
自
治
を
認
め
て
き
た
の
で
あ
り）

7
（

、
長

い
伝
統
を
有
し
て
い
る）

8
（

こ
と
か
ら
条
約
発
効
以
前
の
法
を
対
象
に
含
め
る
こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
第
二
章
に
お
い
て
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
（
第
一
節
）、
ド
イ
ツ
法
（
第
二
節
）、
ベ
ル
ギ
ー
法
（
第
三
節
）、
ハ
ー
グ

夫
婦
財
産
制
条
約
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
法
（
第
四
節
）
及
び
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
（
第
五
節
）
の
順
で
比
較
法
を
行
い
、
第
三
章
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行
う
。
第
四
章
は
、
本
稿
の
ま
と
め
と
す
る
。

第
二
章　

比
較
国
際
私
法

第
一
節　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約

一
　
概
　
説

　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
は
、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
に
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
条
約
で
あ
り
、
現
在
は
フ
ラ

ン
ス
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
及
び
オ
ラ
ン
ダ
の
三
か
国
に
つ
い
て
発
効
し
て
い
る
。
条
約
の
締
約
国
数
か
ら
は
﹁
失
敗
﹂
と
評
さ
れ
る
が
、
我

が
国
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
多
く
の
国
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

　

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
最
初
に
夫
婦
財
産
制
が
現
れ
た
の
は
、
一
九
六
八
年
の
第
一
一
回
外
交
会
議
の
中
で
あ
り
、
そ
の
際
は
、

死
因
相
続
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
議
論
に
関
連
し
て
偶
然
に
検
討
さ
れ
た）

9
（

。
そ
の
後
、
一
九
七
二
年
の
第
一
二
回
外
交
会
議
に
お
い
て
や
や

実
質
的
な
議
論
が
行
わ
れ
た）
₁₀
（

。
代
表
の
中
に
は
、
そ
の
事
項
が
相
続
に
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
事
項
を
分
け
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
自
体
が
正
式
議
題
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
疑
問
視
す
る
者
も
い
た）
₁₁
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
極
め
て
多
く
の
代
表
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四

が
そ
の
事
項
に
関
す
る
条
約
に
賛
成
し
て
お
り
、
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
ら
考
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
時
初
め
て
そ
の
問
題
が
最
終

議
定
書
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
₁₂
（

。
特
別
委
員
会
は
、
第
一
回
作
業
部
会
を
一
九
七
五
年
二
月
二
四
日
か
ら
三
月
一
日
ま
で
開
催
し
た）
₁₃
（

。

一
〇
回
の
会
合
の
中
で
、
条
約
に
導
入
さ
れ
る
べ
き
主
要
な
準
則
に
関
し
て
合
意
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
は
、﹁
一
九
七
五
年

二
月
・
三
月
の
特
別
委
員
会
に
よ
る
暫
定
的
結
論
﹂
に
二
八
項
目
に
分
け
て
記
載
さ
れ
た）
₁₄
（

。
一
九
七
五
年
六
月
九
日
か
ら
一
六
日
の
第
二
回

作
業
部
会
の
間
に
、
特
別
委
員
会
は
、
一
一
回
の
公
式
会
合
を
開
催
し）
₁₅
（

、
起
草
委
員
会
及
び
ア
ド
ホ
ッ
ク
委
員
会
も
ま
た
、
多
く
の
会
合
を

開
催
し
た）
₁₆
（

。
特
別
委
員
会
は
、
最
後
の
会
合
に
お
い
て
準
備
草
案
を
採
択
し
た）
₁₇
（

。

　

ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
第
一
三
回
外
交
会
議
は
、Shultsz

（
オ
ラ
ン
ダ
）
を
議
長
と
し
て
一
九
七
六
年
一
〇
月
四
日
か
ら
二
三
日
に
開

催
さ
れ
、
特
別
委
員
会
の
議
長
で
あ
っ
たP

hilip

（
デ
ン
マ
ー
ク
）
を
議
長
と
す
る
第
一
委
員
会
に
条
約
の
準
備
を
委
ね
た）
₁₈
（

。
第
一
委
員
会

の
一
二
回
の
会
合
は
、
特
別
委
員
会
の
準
備
草
案
の
第
一
読
会
に
よ
っ
て
進
行
し
た）
₁₉
（

。
第
一
委
員
会
は
、
作
業
を
前
進
さ
せ
る
た
め
に
条
文

を
整
列
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
起
草
委
員
会
を
設
置
し
た）
₂₀
（

。
さ
ら
に
三
回
の
会
合
が
、
起
草
委
員
会
の
準
備
草
案
の
議
論
と
、
ア
ド
ホ

ッ
ク
委
員
会
に
よ
り
準
備
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
基
づ
く
最
終
条
項
に
費
や
さ
れ
た）
₂₁
（

。
条
約
草
案
は
、
二
二
票
の
賛
成
票
と
二
票
の
白
票
に
よ
っ

て
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
二
一
日
の
公
式
会
合
中
に
採
択
さ
れ
た）
₂₂
（

。
一
九
七
六
年
一
〇
月
二
三
日
に
代
表
に
よ
っ
て
条
約
草
案
を
含
む
第
一

三
回
外
交
会
議
の
最
終
議
定
書
が
署
名
さ
れ
た
後）
₂₃
（

、
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
に
条
約
が
採
択
さ
れ
た
。

二
　
抵
触
規
則
の
概
要

　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
は
、
主
た
る
準
則
と
し
て
、
夫
婦
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
を
夫
婦
財
産
制
に
適
用
す
る
旨
を
規
定
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
選
択
が
な
い
場
合
に
代
替
手
段
と
し
て
の
み
、
客
観
的
な
連
結
を
行
う
。
主
観
的
連
結
を
定
め
る
第
三
条
及
び
第
六
条
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。
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第
三
条

　

夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
は
、
婚
姻
前
に
夫
婦
が
指
定
し
た
国
の
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

　

夫
婦
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
の
一
つ
の
み
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑴　

指
定
時
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法

　

⑵　

指
定
時
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法

　

⑶　

夫
婦
の
一
方
が
婚
姻
後
に
そ
の
新
た
な
常
居
所
を
定
め
る
最
初
の
国
の
法

　

夫
婦
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
は
、
夫
婦
の
全
て
の
財
産
に
適
用
さ
れ
る
。

　

夫
婦
は
、
前
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
法
を
指
定
し
た
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
動
産
の
一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
、
当
該
不
動

産
の
所
在
地
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
夫
婦
は
、
将
来
取
得
す
べ
き
不
動
産
に
つ
い
て
、
当
該
不
動
産
の
所
在
地
法
に
よ
り

規
律
さ
れ
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

　

夫
婦
は
、
婚
姻
中
に
、
従
前
の
準
拠
法
と
異
な
る
法
を
準
拠
法
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

夫
婦
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
の
一
つ
の
み
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑴　

指
定
時
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法

　

⑵　

指
定
時
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法

　

夫
婦
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
法
は
、
夫
婦
の
全
て
の
財
産
に
適
用
さ
れ
る
。

　

夫
婦
は
、
前
項
又
は
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
法
を
指
定
し
た
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
動
産
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
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当
該
不
動
産
の
所
在
地
法
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
夫
婦
は
、
将
来
取
得
す
べ
き
不
動
産
に
つ
い
て
、
当
該
不
動
産
の
所
在
地

法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

客
観
的
連
結
は
第
四
条
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
、﹁
夫
婦
双
方
が
婚
姻
後
に
そ
の
新
た
な
常
居
所
を
定
め
る
国
の
法
﹂
に
よ

る
が
、
以
下
の
場
合
に
は
、
夫
婦
の
共
通
本
国
法
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑴
第
五
条
に
規
定
さ
れ
る
宣
言
が
そ
の
国
に
お
い
て
な
さ
れ
、
か

つ
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
夫
婦
へ
の
そ
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
⑵
そ
の
国
が
本
条
約
の
当
事
国
で
な
く
、
そ
の

国
の
国
際
私
法
規
則
に
よ
れ
ば
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
夫
婦
が
婚
姻
後
の
最
初
の
常
居
所
を
⒜
第
五
条
に
規
定
さ
れ
る
宣
言

を
し
た
国
若
し
く
は
⒝
本
条
約
の
当
事
国
で
な
く
、
そ
の
国
の
国
際
私
法
が
彼
ら
の
本
国
法
の
適
用
を
規
定
す
る
国
に
定
め
る
場
合
、
又
は

⑶
夫
婦
が
同
一
国
に
お
い
て
婚
姻
後
の
最
初
の
常
居
所
を
定
め
な
い
場
合
で
あ
る
。

　

準
拠
法
の
選
択
は
、
婚
姻
締
結
前
後
と
も
認
め
ら
れ
る
（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
）。
婚
姻
後
の
準
拠
法
選
択
に
つ
い
て
は
、

夫
婦
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
起
こ
り
う
る
常
居
所
又
は
国
籍
の
変
更
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₂₄
（

。
も
っ

と
も
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
変
更
が
な
く
て
も
、
従
前
の
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
か
ら
、
他
方
の
本
国
法
又
は
夫
婦
の
双
方
若
し
く
は
一
方

の
常
居
所
地
法
に
準
拠
法
を
変
更
す
る
こ
と
も
単
純
に
可
能
で
あ
る）
₂₅
（

。

　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
に
お
い
て
は
、
準
拠
法
の
統
一
性
が
原
則
と
さ
れ
、
夫
婦
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
は
全
て
の
財
産
に
適
用

さ
れ
る
の
で
あ
り
、原
則
と
し
て
、準
拠
法
を
個
々
の
財
産
に
つ
い
て
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
三
条
第
三
項
及
び
第
六
条
第
三
項
）。

し
か
し
、
例
外
的
に
、
不
動
産
に
関
し
て
は
、
個
々
の
財
産
の
所
在
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
第
三
条
第
四
項
及
び
第
六
条

第
四
項
）。
不
動
産
に
関
す
る
こ
の
例
外
は
、
不
動
産
を
原
則
と
し
て
所
在
地
法
に
服
さ
せ
る
法
域
が
あ
る
こ
と
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
と
さ

れ
て
い
る）
₂₆
（

。
も
っ
と
も
、
当
該
不
動
産
の
所
在
地
法
の
選
択
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
、
あ
る
不
動
産
の
所
在
地
法
に
、
他
の
国
に
所
在
す
る
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不
動
産
も
服
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る）
₂₇
（

。

　

婚
姻
締
結
後
の
準
拠
法
の
選
択
又
は
変
更
は
、
原
則
と
し
て
溯
及
効
を
有
す
る
と
さ
れ
る
が
、
第
三
者
の
権
利
に
及
ぼ
し
得
な
い
と
解
さ

れ
て
い
る）
₂₈
（

。
客
観
的
連
結
の
場
合
に
お
け
る
準
拠
法
の
自
動
的
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
準
拠
法
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
夫
婦
又
は
第
三

者
の
権
利
保
護
の
た
め）
₂₉
（

、
将
来
効
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
第
八
条
第
一
項
）
が
、
夫
婦
は
溯
及
効
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
第
二

項
前
段
）。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
第
三
者
の
権
利
を
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
項
後
段
）。

　

夫
婦
の
一
方
と
第
三
者
と
の
法
律
関
係
に
対
す
る
夫
婦
財
産
制
の
効
力
に
つ
い
て
も
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
選
択
し
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
（
第
九
条
第
一
項
）。
た
だ
し
、
締
約
国
は
、
開
示
若
し
く
は
登
記
要
件
を
満
た
す
場
合
又
は
第
三
者
が
夫
婦

財
産
制
の
準
拠
法
に
つ
い
て
知
り
、
若
し
く
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
当
該
夫
婦
の
一
方
が
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
当
該
第

三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
規
定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
（
第
九
条
第
二
項
）、
不
動
産
が
所
在
す
る
締
約
国
は
、
当
該
不
動

産
に
つ
き
同
様
の
規
定
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
九
条
第
三
項
）。
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
夫
婦
の
一
方
の
当
該
財
産
の
処

分
権
限
の
有
無
や
責
任
又
は
保
証
の
範
囲
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る）
₃₀
（

。

　

第
一
一
条
は
、
夫
婦
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
の
結
果
が
重
要
性
を
有
す
る
こ
と
か
ら）
₃₁
（

、
準
拠
法
の
選
択
は
、
明
示
的
で
あ
る
か
、
夫
婦
財

産
契
約
の
規
定
か
ら
当
然
に
生
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
明
示
的
に
指
定
す
る
場
合
に
は
、
夫
婦
が
指
定
す
る
法
又
は
指

定
が
行
わ
れ
た
地
の
法
が
夫
婦
財
産
契
約
の
方
式
に
つ
い
て
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
三
条
前
段
）。
た
だ
し
、

い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
指
定
は
、
書
面
で
、
日
付
が
記
載
さ
れ
、
夫
婦
双
方
に
よ
り
署
名
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条
後

段
）。
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三
　
当
事
者
自
治
に
関
す
る
議
論

　

現
在
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
多
く
の
国
で
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
グ
夫
婦

財
産
制
条
約
の
起
草
当
時
は
状
況
が
異
な
っ
て
お
り
、フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
国
が
夫
婦
に
よ
る
準
拠
法
選
択
を
認
め
る
一
方
で
、

そ
の
他
の
ほ
と
ん
ど
の
法
域
に
お
い
て
は
、
当
事
者
自
治
は
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た）
₃₂
（

。
特
に
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
夫
婦
財
産

制
が
家
族
法
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
家
族
法
の
他
の
事
項
の
よ
う
に
客
観
的
連
結
に
服
し
、
夫
の
本
国
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た）
₃₃
（

。
と
こ
ろ

が
、
条
約
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
一
〇
年
の
間
に
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
当
事
者
自
治
に
依
拠
す
る
と
い
う
考
え
が
、
相
続
と
同
様
に
、

ま
す
ま
す
支
持
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た）
₃₄
（

。
ま
た
、
公
式
報
告
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
考
え
を
支
持
す
る
理
由
と
し
て
は
、
一
般
的
に
、

国
内
実
質
法
に
お
い
て
も
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
金
銭
的
な
利
益
の
み
が
関
係
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
意
思
を
可
能
な
限
り
大
き
な

範
囲
で
考
慮
す
る
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）
₃₅
（

。
同
様
に
、
夫
婦
財
産
制
に
関
し
て
は
、
当
事
者
自
治
が
、
準

拠
法
に
つ
い
て
安
定
性
を
保
障
し
、
全
締
約
国
に
お
け
る
そ
の
尊
重
を
保
障
す
る
の
に
最
も
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₃₆
（

。
ま
た
、
そ
れ
は
、

多
く
の
事
案
に
お
い
て
、
相
続
準
拠
法
に
夫
婦
財
産
制
を
服
さ
せ
る
可
能
性
を
夫
婦
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
夫
婦
財
産
制
と
相
続
と
い
う

二
つ
の
事
項
に
異
な
る
法
を
適
用
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
を
回
避
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る）
₃₇
（

。
そ
の
ほ
か
、
当
事
者
自
治
の
導

入
が
、
夫
婦
財
産
制
を
新
た
な
事
情
に
順
応
さ
せ
る
一
方
で
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
﹁
自
動
的
な
変
更
﹂
を
取
り
入
れ
た
際
の
不
便
宜

を
回
避
す
る
可
能
性
も
開
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）
₃₈
（

。
ま
た
、
選
択
さ
れ
た
法
の
適
用
の
根
拠
は
夫
婦
の
共
通
の
意
思
に
あ
り
、
こ
の
解

決
策
は
、
夫
婦
の
一
方
の
み
に
関
連
し
て
存
在
す
る
要
素
に
依
拠
す
る
客
観
的
な
連
結
点
に
対
す
る
異
議
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
て
い
る）
₃₉
（

。
さ
ら
に
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
当
事
者
自
治
が
住
所
地
法
主
義
と
本
国
法
主
義
を
調
和
さ
せ
る
た
め
、

こ
の
解
決
策
は
特
に
有
用
で
あ
る
と
さ
れ
る）
₄₀
（

。

　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
当
事
者
自
治
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
一
致
し
て
い
た
一
方
で
、
た
と
え
ば
売
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

七
一

一
一
四
九

買
契
約
に
お
い
て
許
さ
れ
る
範
囲
で
当
事
者
自
治
を
拡
張
す
る
こ
と
は
提
案
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
は
、
夫
婦
が
関
連
を

有
す
る
い
く
つ
か
の
法
の
中
か
ら
選
択
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
を
持
っ
て
い
た）
₄₁
（

。
ま
た
、
特
別
委
員
会
で
は
、
ま

ず
第
一
に
主
観
的
連
結
に
基
づ
き
、
補
助
的
に
の
み
、
客
観
的
連
結
に
基
づ
き
準
拠
法
を
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
全
員
が
一
致
し
て
い
た）
₄₂
（

。
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
主
観
的
連
結
を
優
先
さ
せ
る
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
公

式
報
告
書
に
お
い
て
は
、﹁
本
条
約
の
発
効
が
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
指
定
す
る
と
い
う
実
務
を
促
進
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
﹂
こ
と
が

説
明
さ
れ
て
い
る）
₄₃
（

。

　

前
述
の
よ
う
に
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
第
三
条
に
お
い
て
は
、
⑴
指
定
時
に
お
け
る
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
、
⑵
指
定
時
に
お
け
る
夫

婦
の
一
方
の
常
居
所
地
法
、
⑶
夫
婦
の
一
方
の
婚
姻
後
の
最
初
の
常
居
所
地
法
及
び
⑷
不
動
産
に
関
し
て
は
、
そ
の
所
在
地
法
か
ら
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
本
国
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
の
一
方
が
保
有
す
る
国
籍
は
、
そ
れ
が
属
す
る
国
の
法
に
と
っ
て
十
分
な
関
連
と

み
な
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₄₄
（

。
常
居
所
地
法
に
関
し
て
は
、
指
定
時
に
お
け
る
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
地
法
と
、
夫
婦
の
一
方
の
婚
姻
後
の

最
初
の
常
居
所
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
後
者
の
規
定
は
、
夫
婦
に
と
っ
て
、
彼
ら
が
婚
姻
後
定
住
す
る
つ
も
り
で
あ
る
国

の
法
に
そ
の
夫
婦
財
産
制
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
婚
姻
前
に
可
能
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
一
致
し
て
い
る）
₄₅
（

。
ま
た
、
不
動
産
に

関
し
て
は
、
英
米
法
系
諸
国
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
体
系
に
お
い
て
基
本
的
で
あ
る
所
在
地
法
が
夫
婦
に
と
っ
て
利
用
可
能
と
な
る
こ
と
が
切

望
さ
れ
て
い
た）
₄₆
（

。
こ
の
こ
と
に
加
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
不
動
産
に
関
し
て
夫
婦
財
産
制
が
物
の
所
在
地
法
と
し
て
多
く
の
本
条
約
非
当

事
国
の
法
に
服
し
う
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₄₇
（

。
し
た
が
っ
て
、
全
て
の
財
産
に
適
用
さ
れ
る
唯
一
の
法
を
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
は
、
夫
婦
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
さ
れ
る）
₄₈
（

。

　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
及
び
オ
ラ
ン
ダ
と
い
う
わ
ず
か
三
か
国
で
発
効
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
条
約
の
失
敗
は
、
そ
の
客
観
的
連
結
に
原
因
が
あ
り
、
特
に
、
第
四
条
に
お
い
て
住
所
地
法
主
義
と
本
国
法
主
義
の
間
で
妥
協
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志
社
法
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六
七
巻
三
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夫
婦
財
産
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事
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治
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す
る
一
考
察

一
一
五
〇

が
試
み
ら
れ
た
が
、
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
極
め
て
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
理
由
付
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る）
₄₉
（

。
実
際
、

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
許
容
は
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
で
立
場
の
一
致
を
み
た
の
で
あ
り）
₅₀
（

、
我
が
国
及
び
ド

イ
ツ
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
国
が
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
の
主
観
的
連
結
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

第
二
節　

ド
イ
ツ
法

一
　
抵
触
規
則
の
概
要

　

ド
イ
ツ
の
側
か
ら
も
、
我
が
国
は
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
決
定
の
枠
組
を
引
き
継
い
だ
と
さ
れ
て
い
る）
₅₁
（

。
異
な
る
部

分
も
あ
る
も
の
の
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
は
同
じ
定
式
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
（
以
下
、﹁
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
﹂
と
い
う
。）
第
一
五
条
は
、
婚
姻
の
財
産
的
効
力
の
準
拠
法
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
定

め
る
。第

一
五
条

　

第
一
項　

婚
姻
の
財
産
的
効
力
は
、
婚
姻
締
結
の
際
に
婚
姻
の
一
般
的
効
力
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
法
に
服
す
る
。

　

第
二
項　

夫
婦
は
、
そ
の
婚
姻
の
財
産
的
効
力
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

⑴　

夫
婦
の
一
方
が
属
す
る
国
の
法
、

　
　

⑵　

夫
婦
の
一
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
、
又
は

　
　

⑶　

不
動
産
に
関
し
て
は
そ
の
所
在
地
法
。

　

第
三
項　
（
省
略
）
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夫
婦
財
産
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巻
三
号�

七
三

一
一
五
一

　

第
四
項　
（
省
略
）

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
は
、
原
則
と
し
て
三
つ
の
基
準
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
婚
姻
の
一
般
的

効
力
の
準
拠
法
と
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
と
の
並
行
、
連
結
点
の
時
間
的
な
固
定
、
夫
婦
財
産
制
に
属
す
る
財
産
全
体
の
統
一
的
な
取
扱
い

で
あ
る）
₅₂
（

。

　

婚
姻
の
一
般
的
効
力
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
四
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
四
条
第
一
項
は
ま
ず
段
階
的

連
結
を
定
め
る
が
、
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
場
合
で
は
あ
る
が
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
夫

婦
は
、
そ
の
一
方
が
複
数
の
国
に
属
す
る
場
合
に
お
い
て
、
他
方
が
そ
れ
ら
の
国
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
属
す
る
と
き
は
、
第
五
条
第
一
項
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
﹂（
同
条
第
二
項
）、﹁
夫
婦
は
、
第
一
項
第
一
号
の
要
件
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
一
方
の
属
す
る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑴
夫
婦
の
い
ず
れ
も
が
、
夫
婦
双
方
が
そ
の
常

居
所
を
有
す
る
国
に
属
し
て
い
な
い
場
合
、
又
は
⑵
夫
婦
が
同
一
国
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
な
い
場
合
﹂（
同
条
第
三
項
前
段
）
と
規

定
す
る
。
夫
婦
が
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
基
づ
き
婚
姻
締
結
時
点
で
準
拠
法
選
択
を
行
っ
た
限
り
で
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ

第
一
五
条
第
一
項
の
準
拠
法
は
そ
の
影
響
を
受
け
る）
₅₃
（

。
も
っ
と
も
、
婚
姻
の
財
産
的
効
力
の
準
拠
法
の
基
準
時
点
は
、
婚
姻
締
結
時
に
固
定

さ
れ
て
い
る
た
め
、
婚
姻
の
一
般
的
効
力
の
準
拠
法
が
、
客
観
的
な
連
結
点
の
変
動
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
準
拠
法
選
択
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、

事
後
的
に
変
更
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、そ
の
よ
う
な
変
更
は
婚
姻
の
財
産
的
効
力
の
準
拠
法
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い）
₅₄
（

。
し
た
が
っ
て
、

婚
姻
生
活
全
体
を
通
し
て
、
夫
婦
財
産
の
統
一
的
な
帰
属
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
予
見
可
能
性
を
生
み
出
し
、
離
婚
や
夫
婦
の

一
方
の
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
後
の
夫
婦
財
産
制
の
清
算
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
る）
₅₅
（

。

　

Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
第
二
項
に
よ
る
と
、
⑴
夫
婦
の
一
方
が
属
す
る
国
の
法
、
⑵
夫
婦
の
一
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
、
又
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は
⑶
不
動
産
に
関
し
て
は
そ
の
所
在
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
国
法
に
関
し
て
重
国
籍
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ

第
五
条
第
一
項
は
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
複
数
の
本
国
法
の
い
ず
れ
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
る）
₅₆
（

。
夫
婦
の
一
方

の
常
居
所
地
法
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
が
そ
の
常
居
所
を
異
な
る
国
に
有
す
る
こ
と
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
夫
婦
が
同
じ
国
に
常
居
所
を
有
す
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
常
居
所
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る）
₅₇
（

。

　

準
拠
法
選
択
は
、
婚
姻
中
い
つ
で
も
行
わ
れ
う
る
だ
け
で
な
く
、
婚
姻
締
結
前
に
も
行
わ
れ
う
る
。
し
か
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、
そ
の

効
力
は
婚
姻
を
締
結
し
て
初
め
て
生
ず
る
こ
と
に
な
る）
₅₈
（

。
ま
た
、
夫
婦
は
、
準
拠
法
選
択
を
い
つ
で
も
破
棄
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

婚
姻
中
に
準
拠
法
を
選
択
し
た
場
合
も
、
破
棄
又
は
変
更
し
た
場
合
も
、
そ
の
効
力
は
将
来
に
向
か
っ
て
生
じ
る
と
さ
れ
る）
₅₉
（

。
そ
れ
は
、

法
的
安
定
性
及
び
明
確
性
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る）
₆₀
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
夫
婦
は
、
明
示
的
に
溯
及
効
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

る
）
₆₁
（

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
交
通
は
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
六
条
及
び
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
三
条
第
二
項
後
段
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
解
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
第
三
項
は
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
四
条
第
四
項
の
準
用
を
定
め
て
お
り
、
婚
姻
の
一
般
的
効
力
の
準
拠
法
選

択
を
行
う
場
合
も
、
財
産
的
効
力
の
準
拠
法
選
択
を
行
う
場
合
も
、
形
式
的
要
件
が
課
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
準
拠
法
選
択
は
公
正
証
書
に

よ
り
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
外
国
に
お
い
て
選
択
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
選
択
さ
れ
た
法
又
は
準
拠
法
選
択
を
行
っ
た
地
の
夫
婦
財

産
契
約
の
形
式
的
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
足
り
る
。

二
　
起
草
過
程

　

Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
の
当
事
者
自
治
は
、
一
九
八
六
年
の
国
際
私
法
改
正
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
改
正
以
前
に
お
い
て

は
、
当
事
者
の
意
思
は
、
客
観
的
連
結
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
実
質
法
が
当
事
者
自
治
を
保
障
す
る
場
合
に
お
い
て
、
反
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致
又
は
転
致
に
よ
っ
て
の
み
機
能
し
て
い
た）
₆₂
（

。
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
一
五
条
は
、
第
一
項
に
お
い
て
﹁
夫
婦
財
産
制
は
、
夫
が
婚
姻
締
結
の
際

に
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
法
に
従
い
判
断
さ
れ
る
﹂
こ
と
、
第
二
項
に
お
い
て
﹁
夫
が
婚
姻
締
結
後
に
ド
イ
ツ
国
籍
を
取
得

し
、
又
は
外
国
人
夫
婦
が
内
国
に
そ
の
居
所
を
有
す
る
場
合
、
夫
婦
財
産
制
に
関
し
て
は
、
夫
が
婚
姻
締
結
時
に
属
す
る
国
の
法
が
基
準
と

な
る
。
た
だ
し
、
夫
婦
は
、
夫
婦
財
産
契
約
が
当
該
法
に
よ
り
許
容
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
場
合
に
も
、
夫
婦
財
産
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が

で
き
る
﹂
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
（
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
国
際
私
法
改
正
作
業
中
に
、
夫
の
本
国
法
の
み
へ
の
連
結
に
つ
き
、
基
本

法
第
三
条
第
二
項
違
反
の
た
め
に
憲
法
に
違
反
し
、
無
効
な
も
の
と
宣
言
し
て
い
た）
₆₃
（

。）。

　

一
九
六
九
年
に
公
表
さ
れ
た
最
初
の
ド
イ
ツ
国
際
私
法
会
議
の
改
正
提
案
は
、
婚
姻
の
効
力
全
般
に
つ
き
、
現
行
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
四
条

第
一
項
に
対
応
す
る
段
階
的
連
結
を
定
め
る
規
定
を
置
き
、
男
女
平
等
を
認
め
た
が
、
当
事
者
自
治
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た）
₆₄
（

。
一
九
七
七
年

の
ド
イ
ツ
国
際
私
法
会
議
に
お
け
る
再
検
討
の
際
に
は
、
一
九
六
九
年
の
提
案
が
本
質
的
に
は
維
持
さ
れ
た
が
、
準
拠
法
選
択
の
規
定
が
加

え
ら
れ
、
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
、
夫
婦
の
一
方
の
居
所
地
法
、
各
不
動
産
に
関
し
て
は
そ
の
所
在
地
法
の
選
択
が
認
め
ら
れ
た）
₆₅
（

。
司
法
省

の
委
託
を
受
け
たK

ühne

は
、
婚
姻
の
財
産
的
効
力
に
つ
き
、
婚
姻
の
開
始
時
に
お
け
る
婚
姻
の
一
般
的
効
力
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る

と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
基
準
時
点
を
固
定
し）
₆₆
（

、
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
会
議
の
提
案
と
同
じ
範
囲
で
当
事
者
自
治
を
認
め
よ
う
と

し
た）
₆₇
（

。
こ
こ
で
、
現
行
法
の
基
本
的
な
枠
組
が
作
ら
れ
た）
₆₈
（

。
こ
の
ほ
か
、N

euhaus/K
ropholler

と
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
が
提

案
を
提
出
し
て
い
る）
₆₉
（

。
い
ず
れ
の
提
案
も
、
婚
姻
の
効
力
（
身
分
的
効
力
も
財
産
的
効
力
も
含
む
）
を
段
階
的
連
結
に
服
さ
せ
る
が
、
基
準

時
点
を
固
定
す
る
も
の
で
は
な
い）
₇₀
（

。
当
事
者
自
治
に
つ
い
て
は
相
違
が
あ
り
、N

euhaus/K
ropholler

の
提
案
は
、
夫
婦
の
一
方
の
本
国

法
若
し
く
は
居
所
地
法
又
は
土
地
に
対
す
る
権
利
に
関
し
て
そ
の
所
在
地
法
の
選
択
を
認
め
る
の
に
対
し）
₇₁
（

、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所

の
提
案
は
、
客
観
的
な
関
連
が
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
秩
序
に
夫
婦
財
産
制
を
服
さ
せ
う
る
こ
と
を
規
定
す
る）
₇₂
（

。
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研

究
所
の
提
案
は
、
夫
婦
が
ま
ず
移
住
し
よ
う
と
す
る
国
の
法
又
は
そ
の
財
産
の
大
部
分
が
所
在
す
る
国
の
法
を
十
分
な
根
拠
を
も
っ
て
選
択
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す
る
こ
と
や
、
動
産
に
つ
い
て
も
準
拠
法
を
異
な
っ
て
指
定
し
う
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
想
定
し
、
立
法
者
が
こ
の
種

の
状
況
全
て
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
選
択
さ
れ
る
法
を
列
挙
せ
ず
、
明
ら
か
に
恣
意
的
な
準
拠
法
選
択
の
み
を
除
外
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る）
₇₃
（

。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
政
府
草
案
は
、K

ühne

の
草
案
に
本
質
的
に
従
っ
た
が
、
当
事
者
自
治
に
関
し
て
は
、
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
又
は

居
所
地
法
の
選
択
を
認
め
る
一
方
で
、
不
動
産
に
関
す
る
所
在
地
法
の
選
択
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た）
₇₄
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ

ン
ク
研
究
所
の
反
対
提
案
に
お
い
て
は
、
夫
婦
の
一
方
が
国
籍
の
取
得
を
望
む
国
の
法
、
夫
婦
が
そ
の
常
居
所
を
創
設
す
る
こ
と
を
望
む
国

の
法
（
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
計
画
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。）、
不
動
産
に
関
し
て
は
所
在
地
法
、
企
業
の
事
業
財
産
に

関
し
て
は
企
業
の
本
拠
地
法
又
は
そ
の
都
度
関
係
す
る
営
業
所
所
在
地
法
を
政
府
草
案
第
一
五
条
第
二
項
に
加
え
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た）
₇₅
（

。

連
邦
議
会
法
務
委
員
会
は
、
政
府
草
案
を
ほ
と
ん
ど
変
更
し
な
か
っ
た
が
、
唯
一
の
重
要
な
変
更
と
し
て
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
第
二
項

第
三
号
の
不
動
産
に
関
す
る
所
在
地
法
の
選
択
可
能
性
が
導
入
さ
れ
た）
₇₆
（

。

三
　
当
事
者
自
治
に
関
す
る
議
論

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
つ
き
、
間
接
的
な
選
択
と
直
接
的
な
選
択
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ

Ｂ
第
一
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
従
い
婚
姻
の
一
般
的
効
力
の
準
拠
法
を
夫
婦
が
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
婚
姻
の
財
産
的
効
力
の
準

拠
法
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
第
二
項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　

Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
一
定
の
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
一
九
八
六
年
の
国
際
私
法
改
正
に
お

い
て
で
あ
る
。K

ühne

は
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
一
般
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
に
お
け
る

当
事
者
自
治
の
原
則
が
、
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
多
様
性
を
適
切
に
顧
慮
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
家
族
法
の
領
域
に
お
い
て
も
そ
の
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よ
う
な
事
情
や
利
益
の
多
様
性
が
見
ら
れ
、
当
事
者
自
治
が
許
容
さ
れ
う
る）
₇₇
（

。
そ
し
て
、
主
と
し
て
強
行
規
定
か
ら
成
る
法
分
野
の
特
色
は
、

当
事
者
自
治
の
原
理
的
な
承
認
に
と
っ
て
邪
魔
に
な
っ
て
は
い
な
い）
₇₈
（

。
ま
た
、
当
事
者
自
治
は
、
個
々
の
事
案
に
適
し
た
解
決
を
導
き
、
予

見
可
能
性
を
促
進
す
る
た
め
の
適
当
な
手
段
で
あ
り
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
は
、
法
政
策
上
筋
が
通
っ
て
お
り
、
有
意
義
な
も
の
で

あ
る）
₇₉
（

、
と
。
ド
イ
ツ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
は
、
多
数
の
委
員
が
婚
姻
の
一
般
的
効
力
の
準
拠
法
選
択
に
賛
成
す
る
こ
と
を
表
明
し
た
ほ

か
）
₈₀
（

、Sturm

）
₈₁
（

とL
üderitz

）
₈₂
（

が
肯
定
的
な
意
見
を
述
べ
、G

örgens

）
₈₃
（

も
ま
た
、
準
拠
法
選
択
を
認
め
る
こ
と
に
は
法
政
策
上
説
得
力
が
あ
る

と
し
た
。
政
府
草
案
の
理
由
書
も
ま
た
、K

ühne

の
草
案
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
お
り）
₈₄
（

、
こ
の
点
に
つ
い
て
政
府
草
案
は
、

K
ühne

の
提
案
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
婚
姻
の
財
産
的
効
力
に
関
し
て
は
、
一
九
八
六
年
の
国
際
私
法
改
正
に
お
い
て
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
第
二
項
は
、
と
り
わ
け
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
を
手
本
と
し
た
も
の
で
あ
る）
₈₅
（

。
ま
ず
、
夫
婦
財
産
制
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
い
が
、
当
事
者
自
治
に
は
、
予
見
可
能
性
を
も
た
ら
す
と
い
う
利
点
が
あ
る）
₈₆
（

。
そ
し
て
、
こ
こ
で
同
項
に
よ
り
認
め
ら
れ
る

選
択
は
、
夫
婦
の
生
活
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
そ
の
生
活
状
況
に
順
応
さ
せ
る
可
能
性
を
夫
婦
に

与
え
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る）
₈₇
（

。
ま
た
、
事
理
に
即
し
た
準
拠
法
選
択
は
、
と
り
わ
け
、
婚
姻
締
結
時
の
夫
婦
の
常
居
所
を
後
で
確
定
す
る

苦
労
か
ら
解
放
し）
₈₈
（

、
さ
ら
に
、
夫
婦
財
産
制
準
拠
法
と
相
続
準
拠
法
の
調
和
を
図
り
、
そ
れ
ゆ
え
夫
婦
の
一
方
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、

法
性
決
定
及
び
適
応
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
さ
れ
る）
₈₉
（

。
さ
ら
に
、
当
事
者
自
治
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
条
約
に
お
い
て
も
比
較

法
的
に
も
顕
著
な
傾
向
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る）
₉₀
（

。

　

Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
第
二
項
第
一
号
は
、
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
の
選
択
を
定
め
る
。
と
り
わ
け
、
夫
婦
が
い
ず
れ
も
国
籍
を
有
し
な

い
共
通
常
居
所
地
か
ら
、
夫
婦
の
一
方
の
本
国
に
近
い
将
来
に
帰
国
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
国
法
の
選
択
が
有
意
義
で
あ
る
と
さ
れ

る
）
₉₁
（

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
選
択
は
、
夫
婦
が
予
測
可
能
な
準
拠
法
の
変
更
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
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で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る）
₉₂
（

。
第
二
号
は
、
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
地
法
の
選
択
を
定
め
、
国
籍
と
常
居
所
を
同
列
に

置
い
て
い
る）
₉₃
（

。
こ
の
こ
と
は
、婚
姻
の
財
産
的
効
力
が
婚
姻
の
一
般
的
効
力
よ
り
も
極
め
て
狭
い
範
囲
で
し
か
文
化
的
な
影
響
を
受
け
な
い
、

身
分
法
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
財
産
法
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
正
当
化
さ
れ
る）
₉₄
（

。

　

第
三
号
は
、
不
動
産
に
関
し
て
所
在
地
法
の
選
択
を
認
め
る
。
こ
れ
は
、
第
一
に
、
夫
婦
財
産
制
に
お
い
て
、
不
動
産
の
所
在
地
の
抵
触

規
則
が
所
在
地
法
の
強
行
的
な
適
用
を
規
定
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
夫
婦
が
顧
慮
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
所
在
地
法
と

の
対
立
を
回
避
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
さ
れ
る）
₉₅
（

。
第
二
に
、
当
事
者
自
治
の
承
認
は
不
動
産
交
通
を
容
易
に
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る）
₉₆
（

。
な
ぜ

な
ら
、
準
拠
法
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
不
動
産
の
所
有
関
係
や
処
分
権
限
を
確
定
す
る
た
め
に
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
問
題
と
す
る

必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る）
₉₇
（

。
さ
も
な
け
れ
ば
、
夫
婦
の
一
方
が
不
動
産
を
譲
渡
し
、
又
は
そ
れ
に
抵
当
権
を
設
定
す
る
場
合
に
、
他
方
の
同

意
が
必
要
で
あ
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₉₈
（

。
ま
た
、
夫
婦
の
一
方
が
不
動
産
を
取
得
す
る
場
合
、
実
際
に
購
入
し
た
夫
婦
の
一
方

が
所
有
者
と
な
る
か
、
財
産
共
同
制
に
基
づ
き
夫
婦
の
共
有
財
産
に
含
ま
れ
る
か
も
問
題
と
な
る）
₉₉
（

。
し
た
が
っ
て
、
準
拠
法
選
択
に
よ
り
、

一
方
で
は
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
外
国
法
の
内
容
の
確
定
の
コ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
、
他
方
で
は
、
購
入
利
益
の
考
慮
の
必
要
性
が
排
除
さ
れ

う
る）
１００
（

。
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
は
、
所
在
地
法
の
選
択
可
能
性
が
﹁
不
動
産
交
通
に
お
け
る
実
務
的
な
需
要
﹂
に
役
立
ち
、﹁
と
り
わ
け
、

外
国
夫
婦
財
産
制
法
の
援
用
が
広
範
囲
に
わ
た
る
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
領
域
（
す
な
わ
ち
、
外
国
人
夫
婦
に
よ
る
ド
イ
ツ
に
所
在
す
る
不

動
産
の
取
得
の
場
合
）
に
お
い
て
実
務
上
の
法
適
用
を
容
易
に
す
る
﹂
と
述
べ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
目
的
設
定
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五

条
第
二
項
第
三
号
の
導
入
を
明
示
的
に
根
拠
付
け
た）
１０１
（

。

　

こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
五
条
第
二
項
は
、
選
択
可
能
な
法
の
範
囲
を
制
限
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
、
当
事
者
自
治
が
、
夫
婦

の
生
活
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
そ
の
生
活
状
況
に
順
応
さ
せ
る
可
能
性
を
夫
婦
に
与
え
る
と
い
う

立
法
上
の
目
的
設
定
の
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る）
１０２
（

。
ま
た
、K

ühne

に
よ
れ
ば
、
広
範
囲
な
選
択
可
能
性
の
要
求
は
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
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同
項
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
選
択
の
範
囲
は
、
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
一
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
四
〇
九
条
第
二
項
に
お

い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
首
尾
一
貫
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い）
１０３
（

。
政
府
草
案
の
理
由
書

も
同
旨
で
あ
る）
１０４
（

。
さ
ら
に
、K

ühne

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
典
第
一
九
条
の
よ
う
な
制
限
の
な
い
準
拠
法
選
択
が
、
多
く
の
法
域

に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
と
相
続
と
の
密
接
な
関
連
を
必
要
以
上
に
緩
め
、
そ
れ
に
伴
い
、
双
方
の
事
項
範
囲
が
と
も
に
作
用
す
る
場
合
に
は
、

調
和
の
障
害
の
増
加
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る）
１０５
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
政
府
草
案
の
理
由
書
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
一
般
的
効
力
の
準
拠
法
と

の
間
で
の
協
力
関
係
を
損
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
１０６
（

。
ま
た
、
国
際
的
に
も
、
制
限
さ
れ
て
い
な
い
準
拠
法
選
択
よ
り
も
制
限
的
な
準

拠
法
選
択
の
方
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
国
際
的
な
判
決
の
調
和
を
保
障
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
国
際
的

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
採
用
す
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
と
な
ろ
う）
１０７
（

。

第
三
節　

ベ
ル
ギ
ー
法

　

ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
典
は
、
二
〇
〇
四
年
七
月
一
六
日
に
制
定
さ
れ
、
第
四
九
条
に
お
い
て
夫
婦
財
産
制
に
つ
き
夫
婦
に
よ
る
準
拠
法
選

択
を
規
定
す
る
。
そ
の
制
定
以
前
か
ら
、
夫
婦
財
産
契
約
の
当
事
者
自
治
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
た）
１０８
（

。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
財
産
契
約
の

準
拠
法
は
、
原
則
と
し
て
、
契
約
の
領
域
に
お
い
て
妥
当
す
る
当
事
者
自
治
の
原
則
に
従
い
、
夫
婦
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、

夫
婦
が
夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
明
示
的
に
準
拠
法
選
択
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
黙
示
的
な
意
思
が
探
求
さ
れ
る）
１０９
（

。
夫
婦
財
産
契
約

が
一
般
に
、
あ
る
国
の
法
が
定
め
る
夫
婦
財
産
制
の
類
型
を
参
照
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
黙
示
的
な
意
思
を
判
断
す
る
際
に
は
、
そ
の
こ

と
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
、
他
の
大
部
分
の
契
約
よ
り
も
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る）
１１０
（

。

　

ま
た
、
あ
る
類
型
の
夫
婦
財
産
制
を
選
択
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
い
か
な
る
制
限
も
課
さ
れ
な
い）
１１１
（

。
民
法
典
第
一

三
八
七
条
は
、﹁
夫
婦
は
、
そ
の
夫
婦
財
産
契
約
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
い
か
な
る
規
定
も
含
ま
な
い
場
合
に
は
、
彼
ら
が
適
当
で
あ
る
と
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判
断
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
を
規
律
す
る
。﹂
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
国
内
実
質
法
に
お
い
て
確
保
さ
れ
た
自
由
は
、
渉
外
要
素
が
含

ま
れ
る
場
合
に
は
、
夫
婦
が
ど
の
よ
う
な
財
産
制
の
類
型
を
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
よ
り
強
く
正
当
化
す
る
と
さ
れ
る）
１１２
（

。

　

国
際
私
法
典
が
制
定
さ
れ
る
以
前
は
、
民
法
典
旧
第
一
三
八
九
条
に
お
い
て
、﹁
夫
婦
は
、
廃
止
さ
れ
た
法
律
を
単
に
指
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
又
は
彼
ら
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
の
法
律
を
単
に
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
夫
婦
財
産
契
約
を

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
ら
は
、
本
章
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
財
産
制
を
採
用
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂
と
の
定
め

が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
は
、
準
拠
法
と
し
て
廃
止
さ
れ
た
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
加
え
、
夫
婦
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
場
合

に
外
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る）
１１３
（

。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
準
拠
法
の
選
択
自
体
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
準
拠
法
と
し
て
選
択
す

べ
き
外
国
法
か
ら
着
想
を
得
た
条
項
を
含
む
夫
婦
財
産
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
い）
１１４
（

。
こ
の
規
定
は
、
外
国
人
と
婚
姻
し
た
ベ

ル
ギ
ー
人
が
、
自
身
の
知
ら
な
い
外
国
法
上
の
夫
婦
財
産
制
を
単
に
準
拠
法
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
採
用
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
た）
１１５
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
が
批
判
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
く）
１１６
（

、
国
際
私
法
典
の
立
法
過
程
に
お
い
て
も

こ
の
よ
う
な
用
心
が
不
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ）
１１７
（

、
国
際
私
法
典
制
定
と
同
時
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
規
定
か
ら
は
﹁
又

は
彼
ら
の
一
方
が
ベ
ル
ギ
ー
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
外
国
の
法
律
を
単
に
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹂
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
、
現
行
の
民
法
典
第
一
三
八
九
条
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
廃
止
さ
れ
た
法
律
を
抵
触
法
上
指
定
す
る
こ
と
の
み
と
な
っ
た
。

　

二
〇
〇
四
年
の
国
際
私
法
典
制
定
に
よ
っ
て
、
以
下
の
規
定
が
創
設
さ
れ
た
。

第
四
九
条　

夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法

　

第
一
項　

夫
婦
財
産
制
は
、
夫
婦
に
よ
り
選
択
さ
れ
た
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

　

第
二
項　

夫
婦
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
の
一
つ
の
み
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑴　

夫
婦
が
婚
姻
挙
行
後
最
初
の
常
居
所
を
創
設
す
る
領
域
が
属
す
る
国
の
法

　
　

⑵　

夫
婦
の
一
方
が
選
択
時
に
お
い
て
常
居
所
を
有
す
る
領
域
が
属
す
る
国
の
法

　
　

⑶　

夫
婦
の
一
方
が
選
択
時
に
お
い
て
国
籍
を
有
す
る
国
の
法

第
五
〇
条　

法
選
択
に
関
す
る
特
則

　

第
一
項　

法
選
択
は
、
婚
姻
挙
行
前
又
は
婚
姻
中
に
な
さ
れ
う
る
。
法
選
択
は
、
以
前
の
選
択
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
項　

選
択
は
、
第
五
二
条
第
一
段
落
に
従
い
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
選
択
は
、
夫
婦
の
財
産
全
て
に
関
連
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
項　

夫
婦
の
選
択
か
ら
生
じ
る
準
拠
法
の
変
更
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。
夫
婦
は
、
第
三
者
の
権
利
を

害
す
る
こ
と
が
な
い
限
り
で
、
合
意
に
よ
っ
て
同
準
則
を
逸
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
法
制
定
の
際
に
は
、
比
較
法
に
お
け
る
展
開
、
と
り
わ
け
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
に
お
け
る
展
開
が
考
慮
さ
れ
た）
１１８
（

。
規
定
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
夫
婦
に
は
、
自
由
な
準
拠
法
選
択
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
量
的
制
限
に
服
す
る
。
そ
れ
は
、
立
法
者
が
、
状
況
と

十
分
な
関
連
が
あ
る
と
評
価
す
る
一
定
の
連
結
点
し
か
適
当
で
あ
る
と
考
え
な
い
た
め
で
あ
る）
１１９
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
で
列
挙
さ
れ
て
い

る
法
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
、
状
況
と
十
分
な
関
連
が
あ
る
と
評
価
さ
れ
、
適
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
規
定
に
お

い
て
は
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
と
同
様
に
、
婚
姻
後
最
初
の
常
居
所
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
夫
婦
が
、
婚
姻
締
結
後
、
選
択
し
た
国
と
は
異
な
る
国
に
常
居
所
を
定
め
る
場
合
や
、
選
択
し
た
国
に
い
っ
た
ん
は
居
住
す
る
が
、

そ
の
国
に
常
居
所
を
固
定
し
な
い
場
合
に
は
、
準
拠
法
選
択
は
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
な
る）
１２０
（

。
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第
五
〇
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
準
拠
法
選
択
は
、
婚
姻
前
で
も
婚
姻
中
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
、
準
拠
法
を
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

選
択
は
、
財
産
全
体
に
つ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
分
割
指
定
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
は
そ
の
財
産
の
一

部
の
み
に
適
用
さ
れ
る
法
を
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）
１２１
（

。
ま
た
、
夫
婦
が
準
拠
法
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
法
は
将
来
に
向
か
っ
て

効
力
を
有
す
る
。
立
法
資
料
は
、
こ
の
点
で
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
に
触
れ
て
お
り
、
同
条
約
は
選
択
が
な
い
場
合
に
お
け
る
準
拠
法
の

自
動
的
な
変
更
に
つ
い
て
規
定
を
置
く
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
好
ま
し
い
と
す
る）
１２２
（

。
さ
ら
に
、
準
拠
法
選
択
の
方
式
は
、

選
択
が
な
さ
れ
た
時
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
又
は
選
択
が
な
さ
れ
た
領
域
が
属
す
る
国
の
法
に
従
い
、
最
低
限
の
要
件
と
し
て
、

書
面
性
、
日
付
の
記
載
及
び
夫
婦
双
方
に
よ
る
署
名
を
要
求
す
る
（
第
五
〇
条
二
項
、
第
五
二
条
第
一
段
落
）。

　

な
お
、
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
典
は
、
準
拠
法
選
択
が
な
い
場
合
に
お
け
る
客
観
的
連
結
に
つ
い
て
、
第
一
順
位
と
し
て
、
夫
婦
双
方
が
婚

姻
挙
行
後
最
初
の
常
居
所
を
創
設
す
る
領
域
が
属
す
る
国
の
法
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
第
二
順
位
と
し
て
、
夫
婦
双
方
が
婚
姻
挙
行
時

に
お
い
て
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
順
位
と
し
て
、
婚
姻
が
挙
行
さ
れ
た
領
域
が
属
す
る
国
の
法
を
定

め
る
（
第
五
一
条
）。
こ
れ
は
婚
姻
の
身
分
的
効
力
（
第
四
八
条
）
と
は
別
の
連
結
点
を
定
め
て
お
り
、
客
観
的
連
結
の
場
合
で
も
、
夫
婦

財
産
制
の
準
拠
法
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
節　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
法

　

フ
ラ
ン
ス
は
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
が
、
そ
の
批
准
以
前
か
ら
、
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
当
事
者
自
治
に
長
い
伝
統

を
有
し
て
い
る）
１２３
（

。
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
は
、
一
九
九
二
年
九
月
一
日
か
ら
発
効
し
て
お
り
、
同
条
約
は
、
同
条
約
の
発
効
後
に
婚
姻
し

た
夫
婦
又
は
準
拠
法
を
指
定
し
た
夫
婦
に
適
用
さ
れ
る
（
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
第
二
一
条
前
段
）。
し
た
が
っ
て
、
同
日
以
前
に
婚
姻

し
た
夫
婦
又
は
準
拠
法
を
指
定
し
た
夫
婦
に
は
、
な
お
フ
ラ
ン
ス
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
条
約
は
、
前
述
の
適
用
範
囲
に
含
ま
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れ
な
い
夫
婦
に
も
、
宣
言
に
よ
っ
て
そ
の
適
用
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
第
二
一
条
後
段
）、
そ
の
よ
う

な
宣
言
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
夫
婦
財
産
制
が
当
事
者
自
治
に
従
い
選
択
さ
れ
た
法
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
基
本
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）
１２４
（

。

こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
夫
婦
財
産
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
確
実
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た）
１２５
（

。
夫
婦
財
産
契
約
は
、
通
常
の
契
約
と
し
て
生
じ
、
契

約
の
一
般
原
則
が
適
用
さ
れ
る）
１２６
（

。
な
お
、
法
定
財
産
制
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
よ
う
な
強
行
的
な
財
産
制
を
有
す
る
国
も
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
制
度
は
そ
の
領
域
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
夫
婦
が
そ
の
国
に
居
住
す
る
場
合
に
限
り
、lois de police

と
し
て
そ
の
制
度
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る）
１２７
（

。

　

当
事
者
自
治
は
、
法
定
財
産
制
に
も
四
世
紀
以
上
前
か
ら
拡
大
さ
れ
て
い
る）
１２８
（

。
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
る
以
前
は
、
物
権
準
拠
法
の
優

先
に
よ
っ
て
、
各
財
産
の
所
在
地
法
（
動
産
に
つ
い
て
は
夫
婦
の
住
所
地
に
架
空
の
所
在
決
定
を
行
う
。）
を
適
用
し
て
い
た）
１２９
（

。
こ
の
手
法

に
よ
る
と
、
各
財
産
を
異
な
る
慣
習
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
財
産
制
の
統
一
性
を
破
壊
す
る
と
い
う
不
便
が
生
じ
る）
１３０
（

。
す
な
わ
ち
、
夫

婦
の
一
方
の
財
産
が
別
産
制
に
服
し
、
他
方
の
財
産
が
共
有
財
産
制
に
服
す
る
場
合
に
、
不
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る）
１３１
（

。

D
um

oulin

は
、
一
五
二
五
年
のG

anay

夫
妻
に
関
す
る
意
見
に
お
い
て
、
夫
婦
が
、
契
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
で
、
そ
の
財
産
の
総
体
に

つ
き
、
彼
ら
が
住
所
を
固
定
す
る
地
の
慣
習
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
る
法
定
財
産
制
に
服
さ
せ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
と
の
考
え
を
展
開

し
た）
１３２
（

。
そ
の
論
理
は
、
今
日
も
な
お
裁
判
所
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
さ
れ
る）
１３３
（

。

　

こ
の
論
理
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
な
黙
示
の
合
意
が
現
実
の
内
心
に
合
致
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
一
般
に
、
夫
婦
が
契
約

を
締
結
し
な
い
の
は
単
純
に
彼
ら
の
財
産
の
運
命
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
が
反
論
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）
１３４
（

。
し
か
し
、
こ
の
反
論
の
射
程
範
囲

は
、
次
の
二
点
か
ら
制
限
さ
れ
る
。
第
一
に
、
夫
婦
が
夫
婦
財
産
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
な
く
、
明
示
的
に
法
を
選
択
す
る
場
合
が
あ
る）
１３５
（

。

こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
準
拠
法
選
択
の
目
的
は
、
夫
婦
財
産
制
を
締
結
す
る
場
合
と
同
様
に
、
指
定
さ
れ
た
実
質
法
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
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る
か
ら
、
夫
婦
財
産
制
を
締
結
す
る
場
合
と
同
様
の
効
果
を
夫
婦
の
意
思
に
与
え
る
こ
と
が
論
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）
１３６
（

。
第
二
に
、
夫

婦
の
意
思
が
表
明
さ
れ
ず
、
又
は
存
在
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
法
定
財
産
制
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
夫
婦
の
信
頼
が
あ
る

こ
と
が
あ
る）
１３７
（

。
当
事
者
の
期
待
の
尊
重
は
、
抵
触
規
則
の
最
も
重
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
に
よ
っ
て
意
思
が
補

わ
れ
る
こ
と
に
な
る）
１３８
（

。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
は
、
一
般
に
、
婚
姻
後
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
る）
１３９
（

。
そ
こ
で
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
適

し
た
解
決
策
と
し
て
、
夫
婦
の
信
頼
の
徴
候
を
考
慮
し
て
、
合
理
的
な
客
観
的
連
結
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る）
１４０
（

。

　

夫
婦
財
産
契
約
の
準
拠
法
の
決
定
に
は
、
あ
る
法
を
指
定
す
る
か
、
あ
る
法
の
夫
婦
財
産
制
の
準
則
を
再
現
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と

さ
れ
る）
１４１
（

。
ま
た
、
夫
婦
財
産
契
約
の
あ
る
条
項
が
一
つ
の
法
に
よ
っ
て
の
み
有
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
定
の
条
文
を
引
用
す
る
場
合
と
同

様
に
、
そ
れ
は
極
め
て
信
頼
で
き
る
徴
候
と
な
る）
１４２
（

。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
ベ
ル
ギ
ー
人
の
夫
婦
が
夫
婦
財
産
契
約
を
締
結
す
る
場
合
、

フ
ラ
ン
ス
法
と
ベ
ル
ギ
ー
法
の
内
容
が
近
い
た
め
に
、
当
該
契
約
の
内
容
か
ら
は
い
ず
れ
の
法
に
従
う
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
ら
な

い
な
ど
、
曖
昧
な
状
況
は
存
在
し
う
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
、
夫
婦
の
黙
示
の
意
思
を
探
究
す
る）
１４３
（

。
さ
も
な
け
れ
ば
、

客
観
的
な
徴
候
（
た
と
え
ば
、
履
行
地
（
こ
の
場
合
に
は
夫
婦
の
住
所
）
又
は
共
通
国
籍
）
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る）
１４４
（

。

　

夫
婦
財
産
契
約
が
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
ず
は
明
示
的
な
意
思
（
明
示
的
に
準
拠
法
を
選
択
す
る
場
合
）
又
は
確
実
な
意
思
（
た
と

え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
ポ
リ
ガ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
、
各
配
偶
者
の
個
人
の
利
益
を
唯
一
保
護
し
う
る
別
産
制
を
選
択
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。）

が
考
慮
さ
れ
る）
１４５
（

。
そ
れ
ら
が
な
い
場
合
に
は
、
推
定
的
な
意
思
が
考
慮
さ
れ
る）
１４６
（

。
破
毀
院
に
よ
れ
ば
、
推
定
的
な
意
思
の
徴
候
は
、
最
初
の

婚
姻
住
所
で
あ
る）
１４７
（

。
し
か
し
、
こ
れ
は
安
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
時
的
な
最
初
の
住
所
は
、
婚
姻
時
の
夫
婦
の
意
思
又
は
信

頼
も
、
婚
姻
後
の
信
頼
も
示
唆
し
得
な
い）
１４８
（

。
こ
の
よ
う
な
安
定
性
は
、
そ
の
継
続
期
間
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る）
１４９
（

。
も
っ
と
も
、
実
効
的
で
継

続
的
な
最
初
の
住
所
で
あ
っ
て
も
、
夫
婦
が
そ
れ
を
一
時
的
な
も
の
と
考
え
、
本
国
に
帰
国
す
る
こ
と
や
、
第
三
国
に
移
住
す
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
決
心
し
て
い
る
こ
と
を
様
々
な
徴
候
が
証
明
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
決
定
的
な
も
の
と
判
断
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る）
１５０
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
夫
婦
の
意
思
を
探
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
が
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
こ

に
は
柔
軟
性
と
現
実
性
と
い
う
長
所
が
あ
る
一
方
で
、
確
実
さ
が
な
い
と
い
う
短
所
が
あ
る
と
い
わ
れ
る）
１５１
（

。

　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
と
の
相
違
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
選
択
可
能
な
法
に
は
制
限
が
な
い
と
さ

れ
る
が）
１５２
（

、
前
述
の
と
お
り
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
は
選
択
可
能
な
法
を
制
限
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
準
拠
法
選
択
に

対
す
る
唯
一
の
要
求
は
、
準
拠
法
の
統
一
性
で
あ
り
、
財
産
の
総
体
は
、
そ
れ
が
ど
こ
に
所
在
し
よ
う
と
、
同
じ
法
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
、
夫
婦
財
産
制
の
不
可
分
性
の
原
則
を
国
際
私
法
上
の
公
序
と
み
な
し
て
き
た）
１５３
（

。
他
方
で
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
に
よ
る

と
、
各
不
動
産
を
別
の
法
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
夫
婦
に
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
等
は
、
あ
く
ま
で
婚
姻
の
（
財

産
的
）
効
力
で
あ
る
こ
と
を
出
発
点
と
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
契
約
を
出
発
点
と
し
、
そ
こ
か
ら
法
定
財
産
制
に
も
拡
張
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
点
が
最
も
特
徴
的
で
あ
る
。

第
五
節　

ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案

一
　
概
　
説

　

夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
連
合
立
法
の
採
択
は
、
一
九
九
八
年
の
ウ
ィ
ー
ン
行
動
計
画
で
優
先
事
項
と
し
て
確
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）
１５４
（

。
二

〇
〇
〇
年
一
一
月
三
〇
日
に
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
の
相
互
承
認
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム）
１５５
（

は
、

﹁
婚
姻
関
係
か
ら
生
じ
る
財
産
に
関
す
る
権
利
及
び
婚
姻
し
て
い
な
い
カ
ッ
プ
ル
の
別
離
の
財
産
的
結
果
﹂
に
関
し
て
裁
判
管
轄
並
び
に
裁

判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
法
文
書
を
起
草
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
二
〇
〇
四
年
一
一
月
四
・
五
日
に
欧
州
理
事
会
に
よ
っ
て
採
択
さ

れ
た
ハ
ー
グ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム）
１５６
（

は
、
相
互
承
認
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を
最
優
先
事
項
と
し
、
委
員
会
に
対
し
て
、﹁
裁
判
管
轄
及
び
相
互
承
認

の
問
題
を
含
む
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
事
件
に
お
け
る
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
グ
リ
ー
ン
・
ペ
ー
パ
ー
﹂
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
二
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〇
一
一
年
ま
で
に
立
法
を
採
択
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
一
日
に
欧
州
理
事
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
ス
ト
ッ
ク
ホ

ル
ム
・
プ
ロ
グ
ラ
ム）
１５７
（

も
ま
た
、
相
互
承
認
が
夫
婦
財
産
制
及
び
婚
姻
し
て
い
な
い
カ
ッ
プ
ル
の
別
離
の
財
産
的
結
果
に
拡
張
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
要
求
に
対
す
る
欧
州
委
員
会
の
行
動
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
七
月
一
七
日
、
委
員
会
は
、
裁
判
管
轄
及
び
相

互
承
認
の
問
題
を
含
む
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
事
件
に
お
け
る
法
の
抵
触
に
関
す
る
グ
リ
ー
ン
・
ペ
ー
パ
ー
を
公
表
し
た）
１５８
（

。
こ
れ
に
対
し
て

は
四
〇
の
返
答
が
あ
り
、
二
〇
〇
八
年
二
月
五
日
に
そ
の
返
答
を
公
表
し
て
い
る）
１５９
（

。
委
員
会
が
立
法
提
案
を
起
草
す
る
た
め
に
設
置
し
た
専

門
家
グ
ル
ー
プP

R
M

/III

は
、
関
係
す
る
専
門
分
野
及
び
複
数
の
欧
州
連
合
の
法
的
伝
統
を
代
表
す
る
専
門
家
か
ら
な
る
も
の
で
、
二
〇
〇

八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
の
間
に
五
回
の
会
議
を
開
催
し
た）
１６０
（

。
委
員
会
は
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
八
日
に
一
〇
〇
人
の
参
加
者
に
パ
ブ
リ

ッ
ク
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
が
、
そ
の
議
論
は
、
特
に
準
拠
法
、
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
を
対
象
と
す
る
夫
婦
財
産
制

に
関
す
る
連
合
法
文
書
の
必
要
性
を
確
認
し
た）
１６１
（

。
二
〇
一
〇
年
三
月
二
三
日
に
は
、
起
草
さ
れ
た
提
案
の
要
旨
を
議
論
す
る
た
め
、
国
家
の

専
門
家
と
の
会
議
が
開
か
れ
た）
１６２
（

。
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
七
日
に
採
択
さ
れ
た
﹁
欧
州
連
合
市
民
権
レ
ポ
ー
ト
二
〇
一
〇
：
欧
州
連
合
市
民

の
権
利
の
障
害
を
取
り
除
く
﹂
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
欧
州
連
合
が
国
境
を
越
え
て
欧
州
連
合
市
民
に
与
え
た
権
利
を
彼
ら
が
行
使
し
よ

う
と
す
る
時
に
そ
の
日
々
の
生
活
に
お
い
て
直
面
す
る
主
た
る
障
害
の
一
つ
と
し
て
、
国
際
的
な
カ
ッ
プ
ル
の
財
産
権
を
取
り
巻
く
不
安
定

性
を
確
認
し
た）
１６３
（

。
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
、
委
員
会
は
、
国
際
的
な
カ
ッ
プ
ル
に
と
っ
て
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
を
有
し
、
い
ず

れ
の
法
が
彼
ら
の
財
産
権
に
適
用
さ
れ
る
か
を
知
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
立
法
提
案
を
二
〇
一
一
年
に
採
択
す
る
こ
と
を
公
表
し

た
）
１６４
（

。

　

二
〇
一
一
年
三
月
一
六
日
、
欧
州
委
員
会
は
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
を
公
表
し
た
。
な
お
、
こ
れ
に
は
、
委
員
会
に
よ
り
行
わ
れ
た
夫
婦

財
産
制
及
び
登
録
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
財
産
制
に
関
す
る
規
則
提
案
に
対
す
る
共
同
影
響
調
査
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
一
三
年
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九
月
一
〇
日
の
欧
州
議
会
立
法
決
議
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
の
修
正
が
採
択
さ
れ
た）
１６５
（

。

二
　
抵
触
規
則
の
概
要

　

ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
は
、
裁
判
管
轄
、
準
拠
法
及
び
承
認
執
行
に
関
す
る
準
則
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
抵
触
規
則
に
関
係
す

る
﹁
第
一
章　

適
用
範
囲
及
び
定
義
﹂
と
﹁
第
三
章　

準
拠
法
﹂
を
概
観
し
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
条
は
適
用
範
囲
を
定
め
る
。
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
は
、
夫
婦
財
産
制
に
適
用
さ
れ
る
（
第
一
項
前
段
）
が
、
⒜
夫
婦
の
能
力
、
⒝

扶
養
義
務
、
⒞
夫
婦
間
の
贈
与
、
⒟
生
存
配
偶
者
の
相
続
権
、
⒠
夫
婦
間
で
設
立
さ
れ
た
会
社
、
⒡
財
産
に
関
す
る
物
権
の
性
質
及
び
当
該

権
利
の
開
示
は
、
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
（
第
三
項
）。
第
二
条
に
は
い
く
つ
か
の
文
言
の
定
義
が
置
か
れ
て
お
り
、﹁
夫
婦
財
産
制
﹂

は
、﹁
夫
婦
間
及
び
第
三
者
と
の
関
係
に
お
け
る
夫
婦
の
財
産
関
係
に
関
す
る
一
連
の
準
則
﹂
と
、﹁
夫
婦
財
産
契
約
﹂
は
、﹁
夫
婦
が
夫
婦

間
及
び
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
財
産
関
係
を
規
律
す
る
た
め
の
合
意
﹂
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
⒜
及
び
⒝
）。

　

第
一
五
条
以
下
が
準
拠
法
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
夫
婦
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
第
一
六
条
及
び
第
一
八
条
が
以
下
の

よ
う
に
定
め
る
。

第
一
六
条　

準
拠
法
の
選
択）
１６６
（

　

夫
婦
又
は
将
来
の
夫
婦
は
、
そ
の
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
準
拠
法
は
、
次
に
掲
げ

る
法
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⒜　

夫
婦
又
は
将
来
の
夫
婦
の
共
通
常
居
所
の
あ
る
国
の
法

　

⒝　

選
択
が
な
さ
れ
た
時
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
の
あ
る
国
の
法



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

八
八

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

一
一
六
六

　

⒞　

選
択
が
な
さ
れ
た
時
に
お
い
て
夫
婦
又
は
将
来
の
夫
婦
の
一
方
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法

第
一
八
条　

準
拠
法
の
変
更）
１６７
（

　

夫
婦
は
、
婚
姻
中
い
つ
で
も
、
そ
の
夫
婦
財
産
制
を
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
法
以
外
の
法
に
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
夫
婦
が
指

定
す
る
法
は
、
次
に
掲
げ
る
法
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⒜　

当
該
選
択
が
な
さ
れ
る
時
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
の
あ
る
国
の
法

　

⒝　

当
該
選
択
が
な
さ
れ
る
時
に
お
い
て
夫
婦
の
一
方
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法

　

夫
婦
が
別
の
効
力
を
望
ま
な
い
限
り
、
婚
姻
中
に
な
さ
れ
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
変
更
は
、
将
来
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有

す
る
。

　

夫
婦
が
当
該
準
拠
法
の
変
更
を
溯
及
さ
せ
る
こ
と
を
選
択
す
る
場
合
、
溯
及
効
は
、
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
法
に
従
い
な
さ
れ
た
以

前
の
取
引
の
有
効
性
又
は
従
前
の
準
拠
法
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
第
三
者
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
は
制
限
的
な
当
事
者
自
治
を
認
め
る
。
第
一
六
条
は
、
夫
婦
又
は
将
来
の
夫
婦
に
選
択
権
を
与
え
て

お
り
、
婚
姻
締
結
前
で
も
そ
の
後
で
も
準
拠
法
を
選
択
し
う
る）
１６８
（

。
夫
婦
が
準
拠
法
を
選
択
し
な
い
場
合
、
第
一
七
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
夫

婦
財
産
制
に
は
、
⒜
婚
姻
後
最
初
の
夫
婦
の
共
通
常
居
所
地
法
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
⒝
婚
姻
時
に
お
け
る
夫
婦
の
共
通
本
国
法
（
夫

婦
が
複
数
の
共
通
国
籍
を
有
す
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
第
二
項
））、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
は
、
⒞
全
て
の
状
況
、
特
に
婚
姻
が
挙
行

さ
れ
た
地
を
考
慮
し
て
、
夫
婦
が
と
も
に
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
に
お

い
て
は
、
当
事
者
自
治
が
原
則
、
客
観
的
連
結
が
例
外
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
共
通
本
国
法
に
対
す
る
共
通
常
居
所
地
法
の
優
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先
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
抵
触
法
に
お
け
る
一
般
的
な
傾
向
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る）
１６９
（

。

　

第
一
六
条
又
は
第
一
七
条
に
従
い
選
択
さ
れ
た
準
拠
法
は
、
い
つ
で
も
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
八
条
第
一
段
落
）。
な
お
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
準
拠
法
は
、
夫
婦
の
財
産
全
て
に
適
用
さ
れ
る
（
第
一
五
条
）
の
で
あ
り
、
分
割
指
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

仮
に
分
割
指
定
を
認
め
る
と
、
夫
婦
財
産
制
の
解
消
の
際
に
、
夫
婦
財
産
制
の
統
一
性
の
分
裂
を
引
き
起
こ
し
、
夫
婦
財
産
制
に
属
す
る
各

財
産
へ
の
異
な
る
法
の
適
用
を
引
き
起
こ
し
う
る
た
め
、
問
題
を
孕
ん
で
い
る
と
さ
れ
る）
１７０
（

。

　

第
一
八
条
第
二
段
落
に
よ
る
と
、
準
拠
法
の
変
更
は
原
則
と
し
て
将
来
効
で
あ
る
が
、
夫
婦
が
合
意
す
る
場
合
に
は
溯
及
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
溯
及
効
は
第
三
者
の
権
利
を
害
し
な
い
。
ま
た
、
第
三
五
条
は
、
第
三
者
に
対
す
る
効
力
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
原

則
と
し
て
、
夫
婦
の
一
方
と
第
三
者
と
の
関
係
に
対
す
る
夫
婦
財
産
制
の
効
力
は
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
（
同
条
第
一

項
）
が
、
構
成
国
の
法
は
、
夫
婦
の
一
方
が
、
第
三
者
と
の
取
引
に
お
い
て
、
夫
婦
の
一
方
又
は
他
方
が
当
該
構
成
国
の
領
域
内
に
常
居
所

を
有
し
、
か
つ
、
当
該
国
の
法
に
規
定
さ
れ
る
開
示
又
は
登
記
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
第
三
者
が
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
知

り
、
又
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
き
を
除
き
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
（
同
条
第
二
項
）。
不
動
産
が
所
在
す
る
構
成
国
の
法
は
、
当
該
財
産
に
関
し
て
同
様
の
規
定
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
（
同
条
第
三
項
）。

　

準
拠
法
選
択
は
、
選
択
さ
れ
た
国
の
法
又
は
書
面
が
作
成
さ
れ
た
国
の
法
に
よ
っ
て
夫
婦
財
産
契
約
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
方
法
で
な
さ

れ
る
も
の
と
さ
れ
（
第
一
九
条
第
一
項
）、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
第
一
三
条
前
段
と
同
一
の
規
定
を
置
い
て
選
択
的
連
結
を
定
め
る
。

他
方
、
選
択
時
に
お
け
る
夫
婦
の
共
通
常
居
所
地
法
上
の
追
加
的
要
件
の
遵
守
も
定
め
る
（
同
条
第
三
項
）。
ま
た
、
最
低
限
の
要
件
を
ロ

ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
自
体
が
実
質
規
則
と
し
て
定
め
て
お
り
、
日
付
が
記
載
さ
れ
、
夫
婦
双
方
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
書
面
に
お
い
て
明
示
的

に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
同
条
第
二
項
）。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
夫
婦
の
う
ち
弱
者
（
し
ば
し
ば
妻
で
あ
る
）

を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り）
１７１
（

、
第
一
次
的
に
は
、
夫
婦
間
の
力
関
係
か
ら
保
護
を
定
め
る
も
の
で
、
第
三
者
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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な
お
、
第
二
一
条
以
下
は
、
準
拠
法
に
関
す
る
総
則
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
に
従
い
決
定
さ
れ
る
法
は
、
そ
れ

が
構
成
国
の
法
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る
（
第
二
一
条
）。﹁
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
が
構
成
国
の
公
益
⋮
⋮
を
保
護
す
る
た
め

に
決
定
的
で
あ
る
と
当
該
国
に
よ
っ
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
強
行
規
定
﹂
が
適
用
さ
れ
う
る
（
第
二
二
条
）
ほ
か
、
公
序
に
よ
り
、
ロ
ー
マ

Ⅳ
規
則
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
法
の
適
用
が
拒
絶
さ
れ
う
る
（
第
二
三
条
）。
ま
た
、
反
致
の
排
除
（
第
二
四
条
）
や
、
地
域
的
な
法
の
抵
触

の
解
決
策
（
第
二
五
条
）
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

三
　
当
事
者
自
治
に
関
す
る
議
論

　

協
議
に
お
い
て
は
、
夫
婦
財
産
契
約
の
準
拠
法
を
選
択
す
る
一
定
の
自
由
を
夫
婦
に
与
え
る
こ
と
を
支
持
す
る
広
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
現

れ
た
と
さ
れ
て
い
る）
１７２
（

。
そ
の
た
め
の
選
択
肢
は
、
夫
婦
の
現
在
の
状
況
及
び
過
去
の
歴
史
に
ほ
と
ん
ど
関
連
を
有
し
な
い
法
の
選
択
を
妨
げ

る
た
め
、
第
一
五
条
に
お
い
て
、
夫
婦
又
は
将
来
の
夫
婦
の
常
居
所
地
法
又
は
本
国
法
に
明
確
に
制
限
さ
れ
て
お
り）
１７３
（

、
こ
れ
ら
の
連
結
点
は
、

密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
１７４
（

。
二
〇
〇
八
年
二
月
五
日
に
公
表
さ
れ
た
グ
リ
ー
ン
・
ペ
ー
パ
ー
の
問
い
に
対
す
る
返
答

に
お
い
て
、﹁
当
事
者
の
意
思
自
治
又
は
﹃
法
の
宣
言
﹄﹂（Q

uestion 5

）
に
つ
き
、
夫
婦
に
よ
る
準
拠
法
選
択
に
つ
い
て
は
大
き
な
問
題

は
な
く
、
そ
の
考
え
は
温
か
く
迎
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る）
１７５
（

。
他
方
、
こ
の
よ
う
な
選
択
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
も
一
般
的
な
合
意
が
あ
っ
た）
１７６
（

。

　

当
事
者
自
治
の
導
入
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
制
規
則
提
案
前
文
⒆
は
、﹁
夫
婦
の
財
産
管

理
を
容
易
に
す
る
た
め
、
本
規
則
は
、
財
産
の
性
質
又
は
所
在
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
夫
婦
財
産
制
に
含
ま
れ
る
全
て
の
財
産
に
適
用
さ
れ

る
準
拠
法
に
つ
き
、
彼
ら
が
居
所
又
は
国
籍
ゆ
え
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
か
ら
選
択
す
る
権
限
を
彼
ら
に
与
え
る
。
⋮
⋮
﹂）
１７７
（

と
規
定
す

る
。
ま
た
、
影
響
評
価
（Im

pact A
ssessm

ent

）
に
お
い
て
は
、﹁
夫
婦
の
た
め
に
制
限
的
な
準
拠
法
選
択
に
関
す
る
調
和
さ
れ
た
準
則

を
導
入
す
る
こ
と
﹂
が
﹁
い
か
な
る
法
が
適
用
さ
れ
る
か
に
対
す
る
安
定
性
を
増
加
さ
せ
る
﹂）
１７８
（

と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
欧
州
経
済
社
会
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評
議
会
の
意
見
に
よ
る
と
、﹁
欧
州
経
済
社
会
評
議
会
は
、
夫
婦
に
制
限
的
な
準
拠
法
選
択
を
与
え
る
準
則
の
導
入
が
、
法
的
安
定
性
を
増

加
さ
せ
る
⋮
⋮
こ
と
を
望
む
﹂）
１７９
（

こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
事
者
自
治
の
強
化
が
夫
婦
の
移
動
の
増
加
を
顧
慮
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
他
の
領
域
の
連
結
と
合
致
す
る
た
め
、

抵
触
法
の
統
一
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
の
評
価
が
あ
り）
１８０
（

、
当
事
者
自
治
の
制
限
に
関
し
て
は
、﹁
夫
婦
の
実
際
の
生
活
状
況
又
は
そ
の
生
活

設
計
と
は
ほ
と
ん
ど
関
連
し
な
い
法
が
選
択
さ
れ
る
﹂
こ
と
の
回
避
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る）
１８１
（

。

第
三
章　

検　

討

　

検
討
に
あ
た
り
、
ま
ず
我
が
国
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
規
律
方
法
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法

を
定
め
る
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
、﹁
通
則
法
﹂
と
い
う
。）
第
二
六
条
第
一
項
は
、
婚
姻
の
効
力
の
規
定
を
準
用
す
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
夫
婦
の
同
一
本
国
法
、
夫
婦
の
同
一
常
居
所
地
法
、
最
密
接
関
連
地
法
の
段
階
的
連
結
を
原
則
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
平
成
元

年
の
法
例
改
正
に
よ
っ
て
変
更
主
義
が
採
用
さ
れ
た）
１８２
（

。
そ
し
て
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
、
当
事
者
自
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

夫
婦
は
、
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
（
第
一
号
）、
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
地
法
（
第
二
号
）、
不
動
産
に
関
し
て
は
そ
の
所
在
地
法
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
に
は
、
準
拠
法
選
択
を
な
し
う
る
時
期
、（
合
意
に
よ
る
）
準
拠
法
の
変
更
の
可
否
、
分
割
指
定
の
可
否
な
ど
に

つ
い
て
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
法
例
改
正
で
不
変
更
主
義
が
変
更
主
義
に
改
め
ら
れ
、
準
拠
法
の
変
更

が
あ
り
う
る
構
造
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
準
拠
法
選
択
を
な
し
う
る
時
期
を
限
定
的
に
考
え
る
必
要
も
な
く
、
ま
た
、
夫
婦
の
合
意
に
よ
る

準
拠
法
の
変
更
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る）
１８３
（

。
ま
た
、
分
割
指
定
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
自
治
を
認
め
る
以
上
は
分
割
指
定
も
認

め
る
方
が
そ
の
本
旨
に
沿
い
、
夫
婦
の
期
待
に
適
う
も
の
と
い
え
る
と
さ
れ
る）
１８４
（

。
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次
に
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
各
立
法
例
及
び
我
が
国
の
通
則
法
に
つ
き
、
準
拠
法
の
規
律
方
法
の
重
要
な
点
に
お
け
る
相
違
を
ま

と
め
、
検
討
を
加
え
た
い
。
な
お
、
規
律
方
法
と
い
う
側
面
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
は
相
違
が
大
き
す
ぎ
る
た
め
除
外
す
る
。

一
　
当
事
者
自
治
の
許
容

　

ま
ず
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
法
は
、
全
て
当
事
者
自
治
を
認
め
て
い
る
。

　

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
に
つ
い
て
は
、
公
式
報
告
書
に
お
い
て
、
国
内
実
質
法
に
お
い
て
も
国
際
私
法
に
お
い
て
も
金
銭
的
な
利
益
の

み
が
関
係
す
る
場
合
に
は
当
事
者
の
意
思
を
可
能
な
限
り
大
き
な
範
囲
で
考
慮
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提

案
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
夫
婦
に
よ
る
財
産
の
管
理
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
前
文
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
な
お
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提

案
が
支
持
す
る
後
述
の
準
拠
法
の
統
一
性
も
こ
れ
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。）。
我
が
国
で
も
、
財
産
関
係
で
あ
る
こ
と
が
考

慮
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
客
観
的
連
結
に
よ
る
準
拠
法
が
明
確
で
な
い
こ
と
か
ら
、
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
家
族
法
の
領
域
で
は
、
夫
婦
財
産
制
と
相
続
の
み
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
他
の
領
域
に
つ
い
て
は
妥
当
し
得
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　

ま
た
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
及
び
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、
夫
婦
の
生
活
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を

生
活
状
況
に
順
応
さ
せ
る
可
能
性
を
夫
婦
に
与
え
る
こ
と
が
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
則
法
に
お
い
て
は
変
更
主

義
が
と
ら
れ
て
お
り
、﹁
夫
婦
の
生
活
状
況
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
﹂
に
は
、
準
拠
法
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ

う
な
場
合
に
お
け
る
順
応
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
当
事
者
自
治
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
む

し
ろ
、
通
則
法
上
の
客
観
的
連
結
で
問
題
と
な
る
の
は
、
本
国
法
も
常
居
所
地
法
も
同
一
で
あ
る
夫
婦
に
つ
い
て
、
常
に
同
一
本
国
法
が
優

先
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
事
者
自
治
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
婦
の
意
思
に
合
致
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す
る
本
国
法
と
常
居
所
地
法
の
間
の
選
択
を
な
し
う
る
と
の
根
拠
付
け
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
夫
婦
財
産
制
準
拠
法
を
相
続
準
拠
法
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
婦
財
産
制
と
相
続
と
い
う
二
つ
の
事
項
に
異
な
る
法

を
適
用
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
適
応
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約

と
ド
イ
ツ
法
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
適
応
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
は
、
極
め
て
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
点
は
、
平
成
元
年
法
例
改
正
の
際
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
適
応
問
題
は
、
離
婚
の
際
の
財
産
的
給
付
に
つ
い
て
も
現
れ
う
る

問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
に
法
性
決
定
を
し
て
も
準
拠
法
と
し
て
指
定
さ
れ
る
外

国
法
は
同
じ
で
あ
る
の
で
、
法
性
決
定
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
は
、
当
事
者
自
治
に
よ
り
予
見
可
能
性
及
び
法
的
安
定
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
平
成
元
年
法
例
改
正
に

お
い
て
も
、
客
観
的
連
結
に
よ
る
準
拠
法
が
明
確
で
な
い
こ
と
か
ら
、
明
確
性
又
は
固
定
性
を
望
む
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
し
て
当
事
者
自

治
を
認
め
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
準
拠
法
選
択
に
よ
り
婚
姻
締
結
時
の
夫
婦
の
常
居
所
を
後
で
確
定
す

る
苦
労
か
ら
解
放
す
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
、
平
成
元
年
法
例
改
正
に
よ
っ
て
不
変
更
主
義
か
ら
変
更
主
義
へ
と
移
行

し
た
我
が
国
に
お
い
て
は
妥
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
当
事
者
自
治
と
客
観
的
連
結

　

通
則
法
は
、
原
則
を
客
観
的
連
結
、
例
外
を
主
観
的
連
結
と
し
、
ド
イ
ツ
法
も
同
様
で
あ
る
が
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
、
ベ
ル
ギ
ー

法
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
は
、
夫
婦
に
よ
る
準
拠
法
選
択
を
原
則
と
す
る
。
ま
た
、
通
則
法
及
び
ド
イ
ツ
法
は
、
客
観
的
連
結
の
方
法
と
し

て
、
婚
姻
の
身
分
的
効
力
の
準
拠
法
に
服
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
と
る
が
、
ベ
ル
ギ
ー
法
は
夫
婦
財
産
制
の
客
観
的
連
結
に
つ
き
個
別
の
段

階
的
連
結
を
置
い
て
い
る
。
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
及
び
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
の
み
が
事
項
的
適
用
範
囲
に
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含
ま
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
独
自
に
段
階
的
連
結
を
定
め
る
。
ド
イ
ツ
法
が
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
婚
姻
の
身
分
的
効
力
の
準

拠
法
に
従
わ
せ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
並
行
を
準
拠
法
決
定
の
主
義
の
一
つ
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
通
則
法
も
ま
た
、
夫
婦
財
産
制
が
、

婚
姻
の
効
力
の
一
環
と
し
て
そ
の
準
拠
法
と
同
一
の
準
拠
法
に
よ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）
１８５
（

。
ベ
ル
ギ
ー
法
、
ハ
ー
グ
夫

婦
財
産
制
条
約
及
び
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
に
よ
る
と
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
と
婚
姻
の
身
分
的
効
力
の
準
拠
法
と
の
並
行
は
必
ず
し
も
達

成
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
夫
婦
に
よ
る
準
拠
法
選
択
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
準
拠
法
が
並
行
す
べ
き
で
あ
る
と
は

考
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
夫
婦
が
そ
の
よ
う
な
並
行
を
望
む
と
き
は
、
多
く
の
場
合
、
婚
姻
の
身
分
的
効
力
の

準
拠
法
と
同
じ
法
を
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
　
量
的
制
限

　

い
ず
れ
の
法
も
選
択
可
能
な
法
を
制
限
し
て
い
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
選
択
可
能
な
法
と
し
て
は
、
不
動
産
に
関
す
る
所
在
地

法
を
除
き
、
夫
婦
に
と
っ
て
密
接
な
関
連
を
有
す
る
と
評
価
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
本
国
法
及
び
常
居
所
地
法
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
国
法
は
、
い
ず
れ
の
抵
触
規
則
に
お
い
て
も
夫
婦
の
一
方
の
も
の
で
よ
い
と
さ
れ
る
。
常
居
所
地
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
夫
婦
双
方
の

も
の
又
は
夫
婦
の
一
方
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
選
択
時
に
お
け
る
も
の
又
は
婚
姻
後
最
初
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
い
う
条
件
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
選
択
可
能
な
法
を
夫
婦
に
関
連
の
あ
る
も
の
に
限
定
し
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
の
連
結
点
は

夫
婦
の
一
方
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
な
関
連
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
１８６
（

。
当
事
者
自
治
が
量
的
制
限
を
課

さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
密
接
な
関
連
を
有
し
な
い
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
の
ほ
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
当
事
者

が
選
択
す
る
法
が
、
な
ぜ
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
説
得
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
夫
婦
財
産
制
は
、
婚
姻
の
効
力
で
は
あ
る
が
、
夫
婦
間
の
財
産
の
処
遇
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
自
治
を
認
め
る
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根
拠
と
し
て
も
財
産
関
係
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
量
的
制
限
を
課
す
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
に
は
、
問
題
と
な
る
の
は
対
外
的
効
力
で
あ
り
、
準
拠
法
の
選
択
に
対
す
る
第
三
者
の
保
護
が
保
障
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
夫
婦
間
の
財
産
関
係
に
つ
き
全
て
合
意
に
委
ね
て
も
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
の
平
成
元
年
法
例
改
正
に
際
し
て

は
、
準
拠
法
選
択
に
量
的
制
限
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
財
産
制
が
通
常
の
財
産
関
係
と
は
異
な
り
、
夫
婦
共
同
体
の
関
連
が
強

い
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
お
り）
１８７
（

、
家
族
法
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
根
底
に
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
夫
婦
財
産
制
の
規
律
に
つ
き
そ
れ

が
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
有
し
う
る
の
か
は
な
お
明
ら
か
で
な
い
。

四
　
所
在
地
法
の
選
択

　

不
動
産
に
関
す
る
所
在
地
法
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
及
び
ド
イ
ツ
法
が
認
め
る
一
方
で
、
ベ
ル
ギ
ー

法
及
び
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
は
認
め
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
は
分
割
指
定
を
全
く
許
さ
ず
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約

及
び
ド
イ
ツ
法
も
、
不
動
産
に
関
し
て
例
外
的
に
認
め
る
の
み
で
、
原
則
と
し
て
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
統
一
性
を
支
持
す
る
（
な
お
、

フ
ラ
ン
ス
法
も
同
様
の
立
場
で
あ
る
。）。
そ
れ
に
対
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、
通
則
法
で
は
分
割
指
定
が
可
能
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
し
、

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
肯
定
す
る
見
解
が
多
い
。
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
に
お
い
て
は
、
分
割
指
定
を
認
め
る
と
、
夫
婦
財
産
制
の
統
一
性
が
崩
壊
し
、

夫
婦
財
産
制
に
属
す
る
各
財
産
に
異
な
る
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
不
動
産
へ
の
所
在
地
法
の

適
用
を
認
め
な
い
と
す
る
と
、
所
在
地
法
と
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
、
し
ば
し
ば
不
動
産
交
通
を
妨
げ
る
結
果
と
な
る
。
不
動
産
に
関
し
て

は
、
所
在
地
法
に
よ
る
と
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
り）
１８８
（

、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
決
定
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

の
こ
と
は
不
動
産
に
特
有
の
こ
と
で
あ
り
、
他
の
家
族
法
の
領
域
で
は
ほ
と
ん
ど
関
係
し
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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五
　
フ
ラ
ン
ス
の
特
異
性

　

前
述
の
よ
う
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
フ
ラ
ン
ス
法
以
外
の
法
は
、
量
的
制
限
の
課
さ
れ
た
当
事
者
自
治
を
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
根

底
に
は
、
夫
婦
財
産
制
が
家
族
法
の
領
域
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
意
思
主
義

が
根
付
い
て
お
り
、
当
初
は
夫
婦
財
産
契
約
が
契
約
で
あ
る
と
し
て
当
事
者
自
治
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
が
法
定
財
産
制
に
も
拡
大
さ

れ
た
。
こ
こ
で
は
選
択
可
能
な
法
は
制
限
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
法
は
契
約
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、
他
の
法
と
は
異
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
付
け
か
ら
は
、
夫
婦
財
産
制
も
含
め
た
国
際
家
族
法
に
つ
き
、
全
体
と
し
て
当
事
者
自
治
が
妥
当
し
う

る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
他
の
家
族
法
の
領
域
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し

た
い
。

第
四
章　

お
わ
り
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
我
が
国
で
夫
婦
財
産
制
の
当
事
者
自
治
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
統
一
な
い
し
調
和
以
外
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
を
考
察
し
、
ひ
い
て
は
、
家
族
法
の
他
の
領
域
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
可
能
性
を
追
求
す
る
た
め
、
夫
婦
財
産
制
の
当
事
者

自
治
の
根
拠
を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

第
二
章
に
お
い
て
は
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
、
ド
イ
ツ
法
、
ベ
ル
ギ
ー
法
、
フ
ラ
ン
ス
法
、
ロ
ー
マ
Ⅳ
規
則
提
案
を
取
り
上
げ
、
そ

れ
ぞ
れ
が
夫
婦
財
産
制
に
つ
き
準
拠
法
選
択
を
認
め
る
根
拠
を
探
っ
た
。
こ
れ
ら
の
抵
触
規
則
に
は
少
し
ず
つ
差
異
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
主
義
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
差
異
を
も
と
に
四
つ
の
項
目
に
分
け
て
検
討
を
行

っ
た
。
第
一
の
点
と
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
抵
触
規
則
は
い
ず
れ
も
当
事
者
自
治
を
許
容
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
共
通
す
る
部
分
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も
あ
れ
ば
、
異
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
第
二
の
点
と
し
て
、
当
事
者
自
治
と
客
観
的
連
結
の
い
ず
れ
を
原
則
と
す
る
か
に
も
差
異
が
あ

り
、
客
観
的
連
結
に
つ
い
て
、
婚
姻
の
身
分
的
効
力
と
並
行
さ
せ
る
か
、
独
自
の
抵
触
規
則
を
設
け
て
い
る
か
も
異
な
る
。
第
三
の
点
と
し

て
、
い
ず
れ
の
法
も
当
事
者
自
治
を
量
的
に
制
限
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
第
四
の
点
と
し
て
、
所
在
地
法
の
選

択
を
認
め
る
も
の
と
認
め
な
い
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
準
拠
法
の
統
一
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
は
、
準
拠
法
選
択
に
よ
っ
て
適
応
問
題
を
回
避
し
う
る
と
い
う
点
が
注
意
を
引
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
質
法
上
、
離
婚
の
際

に
、
夫
婦
の
一
方
か
ら
他
方
に
対
し
て
財
産
的
給
付
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
こ
の
よ
う
な
財
産
的
給
付
は
、
夫
婦
財
産
制
の
清

算
的
側
面
を
含
む
に
せ
よ
、
離
婚
後
扶
養
の
側
面
を
含
む
に
せ
よ
、
国
際
私
法
上
は
同
一
準
拠
法
に
服
さ
せ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
、

離
婚
準
拠
法
に
服
す
る
と
さ
れ
る）
１８９
（

。
そ
う
す
る
と
、
夫
婦
財
産
の
帰
属
及
び
構
成
は
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
、
離
婚
後
扶
養
は
扶
養
義
務

の
準
拠
法
に
、
離
婚
の
際
の
財
産
的
給
付
は
離
婚
の
準
拠
法
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
準
拠
法
の
間
で
不
整
合
な
場
面
が
生
じ
う
る

の
で
あ
り）
１９０
（

、
そ
の
際
は
適
応
問
題
の
処
理
が
必
要
と
な
る
。
相
続
の
場
合
に
も
、
生
存
配
偶
者
を
相
続
人
の
一
人
と
す
る
法
制
が
広
く
採
用

さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
問
題
が
生
じ
う
る）
１９１
（

。
こ
の
解
決
策
と
し
て
、
当
事
者
自
治
に
よ
る
こ
と
は
、
極
め
て
有
用
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
場
合
に
は
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
と
し
て
、
離
婚
又
は
相
続
の
準
拠
法
で
あ
る
外
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

離
婚
や
相
続
は
一
時
的
な
処
理
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
夫
婦
財
産
制
は
、
夫
婦
が
共
同
生
活
す
る
中
で
常
に
存
在
す
る
問
題
で
あ
り
、
夫
婦

に
と
っ
て
は
、
自
身
の
夫
婦
財
産
制
に
と
っ
て
最
も
適
当
な
準
拠
法
を
選
択
す
る
こ
と
を
望
む
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

む
し
ろ
離
婚
や
相
続
の
準
拠
法
を
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
引
き
付
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
離
婚
に
つ
い
て
は
﹁
離
婚
及
び

法
的
別
居
の
準
拠
法
の
領
域
に
お
け
る
先
行
統
合
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
理
事
会
規
則
﹂
第
五
条
が
、
相
続
に
つ

い
て
は
、﹁
相
続
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
、
準
拠
法
、
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
、
公
文
書
の
受
領
及
び
執
行
並
び
に
欧
州
相
続
証
明
書
の

導
入
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
七
月
四
日
の
欧
州
議
会
・
理
事
会
規
則
﹂
第
二
二
条
並
び
に
﹁
一
九
八
九
年
八
月
一
日
の
死
因
相
続
の
準
拠
法



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

九
八

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

一
一
七
六

に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
﹂
第
五
条
及
び
第
六
条
が
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
研
究
を
続
け

た
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
不
十
分
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
当
事

者
自
治
に
つ
い
て
、
契
約
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
そ
の
他
の
法
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
家

族
法
の
他
の
領
域
と
の
関
係
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
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澤
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） ［J. von Staudingers K

om
m

entar zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch m

it E
inführungsgesetz und 

N
ebengesetzen, A

rt 13-17b E
G

B
G

B
: A

nhang zu A
rt 13 E

G
B

G
B

］, A
rt. 15 E

G
B

G
B

, R
n. 92.

（
9
）　A

lfred E
. von O

verbeck, «R
apport de la C

om
m

ission spéciale», A
ctes et d

ocu
m

en
ts d

e la
 treizièm

e session
 d

e la
w

 C
on

féren
ce d

e L
a

 H
a

ye d
e 

d
roit in

tern
a

tion
a

l p
rivé, t. II, R

égim
es m

atrim
oniaux （1978

）, p. 140, para. 9.

（
10
）　von O
verbeck, su

p
ra

 note 9, p. 140, para. 10.

（
11
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 140, para. 10.

（
12
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 140, para. 10.

（
13
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 140, para. 11.



（　
　
　
　

）

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

九
九

一
一
七
七

（
14
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, pp. 140-141, para. 11.

（
15
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 141, para. 12.

（
16
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 141, para. 12.

（
17
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 141, para. 12.

（
18
）　A

lfred
 E

. von
 O

verb
eck, «R

ap
p

ort ex
p

licatif», A
ctes et d

ocu
m

en
ts d

e la
 treizièm

e session
 d

e la
w

 C
on

féren
ce d

e L
a

 H
a

y
e d

e d
roit 

in
tern

a
tion

a
l p

rivé, t. II, R
égim

es m
atrim

oniaux （1978

）, p. 330, para. 6.

（
19
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 330, para. 7.

（
20
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 330, para. 7.

（
21
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 330, para. 7.

（
22
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 330, para. 8.

（
23
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 330, para. 8.

（
24
）　G

ü
n

th
er B

eitzke, D
ie 13. H

aager K
onferenz und der A

bkom
m

ensentw
urf zum

 ehelichen G
üterrecht, R

ablesZ
 41 （1977

）, S. 464.

（
25
）　B

eitzke, a.a.O
. （F

n. 24

）, S. 464.

（
26
）　B

eitzke, a.a.O
. （F

n. 24

）, S. 463.

（
27
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 360, para. 135.

（
28
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 361, para. 139.

（
29
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 367, para. 172.

（
30
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 368, para. 176.

（
31
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 371, para. 187.

（
32
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 32.

（
33
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 32.

（
34
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 32.

（
35
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 142, para. 20; von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 32.



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
〇
〇

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

一
一
七
八

（
36
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 142, para. 20; von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 32.

（
37
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 142, para. 20; von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 32; B

eitzke, a.a.O
. （F

n. 24

）, S.461.
（
38
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, pp. 335-336, para. 33.

（
39
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 336, para. 34.

（
40
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 142, para. 20; von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 33.

（
41
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 336, para. 34.

（
42
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 9, p. 142, para. 19.

（
43
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 361, para. 140.

（
44
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 358, para. 128.

（
45
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 359, para. 131.

（
46
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 359, para. 133.

（
47
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, pp. 359-360, para. 133.

（
48
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 360, para. 133.

（
49
）　Ja

n
 K

rop
h

oller, D
er E

influß
 der H

aager Ü
bereinkom

m
en auf die deutsche IP

R
-K

odifikation, R
ablesZ

 57 （1993

）, S. 217.

（
50
）　von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 335, para. 31.

（
51
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 96.

（
52
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 2.

（
53
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 1.

（
54
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 1.

（
55
）　von

 H
offm

a
n

n
/T

h
orn

, Internationales P
rivatrecht, 9. A

ufl. （2007

）, §
8, R

n. 34.

（
56
）　Ja

n
 K

rop
h

oller, Internationales P
rivatrecht, 6. A

ufl. （2006

）, S. 355.

（
57
）　K

rop
h

oller, a.a.O
. （F

n. 56

）, S. 356.

（
58
）　K

rop
h

oller, a.a.O
. （F

n. 56

）, S. 355.



（　
　
　
　

）

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
〇
一

一
一
七
九

（
59
）　K

rop
h

oller, a.a.O
. （F

n. 56

）, S. 355.
（
60
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 115.

（
61
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 116; B

ericht des R
echtsausschusses B

T-D
rucks 10/5632, S. 45.

（
62
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 92.

（
63
）　B

V
erfG

, 22.02.1983, B
V

erfG
E

 63, 181.

（
64
）　W

olfga
n

g L
a

u
terba

ch
 ［H

rsg

］, V
orschläge und G

utachten zur R
eform

 des deutschen internationalen E
herechts （1962

）, E
hew

irkungen §
A

 （S. 

2

）.［E
hew

irkungen §
A

］

　

婚
姻
の
効
力
に
関
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
が
順
に
適
用
さ
れ
る
。

1
．
夫
婦
双
方
が
属
す
る
国
の
法

2
．
夫
婦
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
属
し
て
い
た
国
の
法
（
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
な
お
そ
の
国
に
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）

3
．
夫
婦
双
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法

4
．
夫
婦
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
（
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
な
お
そ
の
国
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）

5
．
夫
婦
双
方
が
居
住
す
る
国
の
法

6
．
夫
婦
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
居
住
し
て
い
た
国
の
法

（
65
）　

G
ü

n
th

er B
eitzke 

［H
rsg

］, V
orschläge und G

utachten zur R
eform

 des deutschen internationalen P
ersonen-, F

am
ilien- und E

rbrechts 

（1981

）, 

E
hew

irkungen §§
A

 &
 C

 （S. 5f.

）.

［E
hew

irkungen §
A

］

　

婚
姻
の
効
力
に
関
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
が
順
に
適
用
さ
れ
る
。

1
．
夫
婦
双
方
が
属
す
る
国
の
法

2
．
夫
婦
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
属
し
て
い
た
国
の
法
（
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
な
お
そ
の
国
に
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）

3
．
夫
婦
双
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法

4
．
夫
婦
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
（
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
な
お
そ
の
国
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
〇
二

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

一
一
八
〇

5
．
夫
婦
が
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
国
の
法

［E
hew

irkungen §
B

］

　

⑴　

夫
婦
は
、
婚
姻
締
結
前
又
は
婚
姻
締
結
後
に
、
財
産
法
上
の
関
係
に
関
し
て
以
下
の
法
の
一
つ
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
．
夫
婦
の
一
方
が
準
拠
法
選
択
の
時
点
で
属
す
る
国
の
法

2
．
夫
婦
の
一
方
が
準
拠
法
選
択
の
時
点
で
常
居
す
る
国
の
法

　

⑵　

夫
婦
は
、
そ
の
各
不
動
産
を
そ
の
所
在
地
法
に
服
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

［E
hew

irkungen §
C

］

　

婚
姻
の
効
力
に
関
し
て
ド
イ
ツ
法
が
基
準
と
な
る
場
合
、
夫
婦
財
産
制
が
合
意
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
こ
れ
に
関
し
て
従
前
の
法
が
引
き
続
き
基
準
と
な
る
。

（
66
）　

G
u

n
th

er K
ü

h
n

e, IP
R

-G
esetz-E

ntw
urf: E

ntw
urf eines G

esetzes zur R
eform

 des internationalen P
rivat- und V

erfahrensrechts （1980

）, §
15 A

bs 1 

H
S 2 IP

R
-G

-E
 （S. 6f.

）.

［§
15 IP

R
-G

-E

］

　

⑴　

婚
姻
の
財
産
的
効
力
に
関
し
て
は
、
夫
婦
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
法
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
選
択
が
な
い
場
合
、
婚
姻
の
開
始
の
際
に
そ
の
身
分
的
効
力
の

基
準
と
な
る
法
が
適
用
さ
れ
る
。

　

⑵　

夫
婦
は
、
そ
の
婚
姻
の
財
産
法
上
の
効
力
の
準
拠
法
と
し
て
、
以
下
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
．
夫
婦
の
一
方
が
属
す
る
国
の
法
又
は

2
．
夫
婦
の
一
方
が
常
居
す
る
国
の
法
又
は

3
．
不
動
産
に
関
し
て
は
そ
の
都
度
の
所
在
地
法

［§
14 IP

R
-G

-E

］

　

⑴　

婚
姻
の
身
分
的
効
力
、
特
に
夫
婦
の
姓
に
関
し
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
が
順
に
適
用
さ
れ
る
。

1
．
夫
婦
双
方
が
属
す
る
国
の
法

2
．
夫
婦
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
属
し
て
い
た
国
の
法
（
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
な
お
そ
の
国
に
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）

3
．
夫
婦
双
方
が
そ
の
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法

4
．
夫
婦
双
方
が
婚
姻
中
最
後
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
（
た
だ
し
、
夫
婦
の
一
方
が
な
お
そ
の
国
に
居
住
し
て
い
る
場
合
に
限
る
）



（　
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夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
〇
三

一
一
八
一

（
67
）　§

15 A
bs 2 IP

R
-G

-E
 （S. 6f.

）.
（
68
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 8.

（
69
）　N

eu
h

a
u

s/K
rop

h
oller, E

ntw
urf eines G

esetzes über Internationales P
rivat- und V

erfahrensrechts （IP
R

-G
E

SE
T

Z

）, R
abelsZ

 44 （1980

）, S. 326 und 

M
a

x
-P

la
n

ck-In
stitu

t, T
hesen zur R

eform
 des Internationalen P

rivat- und V
erfahrensrechts, R

abelsZ
 44 （1980

）, S. 344.

こ
れ
ら
の
提
案
の
翻
訳
に
つ
い

て
は
、
桑
田
三
郎
＝
山
内
惟
介
編
著
﹃
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
立
法
資
料
﹄（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
一
頁
以
下
︹
山
内
惟
介
︺。（
本
稿
で
は
、

他
の
部
分
と
の
整
合
性
の
た
め
、
文
言
に
若
干
の
修
正
を
加
え
た
。）

［A
rt 14 E

G
B

G
B

-E
］ （N

eu
h

a
u

s/K
rop

h
oller, S. 330

） 

　

婚
姻
の
身
分
的
効
力
お
よ
び
財
産
的
効
力
は
、
夫
婦
の
共
通
法
又
は
最
後
の
共
通
法
に
服
し
、
補
助
的
に
、
夫
婦
が
最
も
密
接
な
関
係
を
共
通
に
有
す
る
法
に
服
す
る
。

　

婚
姻
の
効
力
に
つ
い
て
い
ず
れ
か
他
の
法
が
基
準
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
法
が
そ
の
排
他
的
適
用
を
要
求
し
て
い
な
い
と
き
は
、
合
意
さ
れ
た
財
産
制
に
つ
い

て
従
前
の
法
が
基
準
と
さ
れ
る
。

　

夫
婦
は
、
婚
姻
の
財
産
法
的
効
力
に
つ
い
て
、
婚
姻
締
結
の
前
又
は
後
に
、
婚
姻
契
約
に
よ
り
、
夫
婦
の
一
方
が
常
居
所
又
は
国
籍
に
よ
り
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
い
ず

れ
か
他
の
法
を
明
示
的
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
土
地
に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
、
夫
婦
は
、
そ
の
所
在
地
法
を
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
、
省
略
。）

［T
hese 8

］ （M
a

x
-P

la
n

ck-In
stitu

t, S. 350
）

　

⑵　

夫
婦
は
、
婚
姻
の
個
々
の
又
は
全
て
の
効
力
を
客
観
的
関
係
が
存
す
る
各
法
秩
序
の
も
と
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
相
異
な
る
国
に
所
在
す
る
財
産
に
関
す
る
夫
婦

財
産
制
の
準
拠
法
は
国
ご
と
に
別
々
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
、
省
略
。）

（
70
）　A

rt 14 A
bs 1 （N

eu
h

a
u

s/K
rop

h
oller, a.a.O

. （F
n. 69

）, S. 330

） und T
hese 8 A

bs 1 （M
a

x
-P

la
n

ck-In
stitu

t, a.a.O
. （F

n. 69

）, S. 350

）.

（
71
）　A

rt 14 A
bs 3 （N

eu
h

a
u

s/K
rop

h
oller, a.a.O

. （F
n. 69

）, S. 330
）.

（
72
）　T

hese 8 A
bs 2 S 1 （M

a
x

-P
la

n
ck-In

stitu
t, a.a.O

. （F
n. 69

）, S. 350
）.

（
73
）　M

a
x

-P
la

n
ck-In

stitu
t, a.a.O

. （F
n. 69

）, S. 358.

（
74
）　A

rt 15 R
egE

, B
T-D

rucks 10/504, S. 9.

（
75
）　M

a
x

-P
la

n
ck-In

stitu
t, K

odifikation des deutschen Internationalen P
rivatrechts: Stellungnahm

e des M
ax-P

lanck-Instituts für ausländisches und 

Internationales P
rivatrecht zum

 R
egierungsentw

urf von 1983, R
abelsZ

 47 （1983
）, S. 633.

（
76
）　B

ericht des R
echtsausschusses, B

T-D
rucks 10/5632, S. 11.
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自
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拠
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る
一
考
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一
一
八
二

（
77
）　K

ü
h

n
e, a.a.O

. （F
n. 66

）, S. 95.
（
78
）　K

ü
h

n
e, a.a.O

. （F
n. 66

）, S. 94. 
（
79
）　K

ü
h

n
e, a.a.O

. （F
n. 66

）, S. 95.

（
80
）　K

ü
h

n
e, a.a.O

. （F
n. 66

）, S. 95.

（
81
）　F

ritz S
tu

rm
, Z

ur G
leichberechtigung im

 deutschen internationalen P
rivatrecht, in: W

ahl/Serick/N
iederL

änder ［H
rsg

］, R
echtsvergleichung und 

R
echtsvereinheitlichung （1967

）, S. 168ff.

（
82
）　A

lex
a

n
d

er L
ü

d
eritz, A

n
kn

ü
p

fu
n

g im
 P

arteiin
teresse, in

: L
ü

d
eritz/S

ch
röd

er 

［H
rsg

］, In
tern

ation
ales P

rivatrech
t u

n
d

 R
ech

tsvergleich
u

n
g im

 

A
usgang des 20. Jahrhunderts: B

ew
ahrung oder W

ende?: F
estschrift für G

erhard K
egel （1977

）, S. 51.

（
83
）　P

eter G
örgen

s, D
ie m

ateriellrech
tlich

e u
n

d
 kollision

srech
tlich

e G
leich

b
erech

tigu
n

g d
er E

h
egatten

 au
f d

em
 G

eb
iet d

er p
ersön

lich
en 

E
hew

irkungen und der elterlichen G
ew

alt （1976

）, S. 182f.

（
84
）　G

esetzentw
urf der B

undesregierung （„R
egB

egr“

）, B
T-D

rucks 10/504, S. 51.

（
85
）　K

rop
h

oller, a.a.O
. （F

n. 49

）, S. 216; M
a

n
kow

ski, a.a.O
. （F

n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 96.

（
86
）　K

rop
h

oller, a.a.O
. （F

n. 49

）, S. 217.

（
87
）　R

egB
egr B

T-D
rucks 10/504, S. 58; K

ü
h

n
e, a.a.O

. （F
n. 66

）, S. 103.

（
88
）　R

em
bert S

ü
ß

, A
usländer im

 G
rundbuch und im

 R
egisterverfahren, R

pfleger 2003, S. 58.

（
89
）　G

ü
n

ter B
eitzke, in: B

eitzke ［H
rsg

］, a.a.O
. （F

n. 65
）, S. 149; M

a
n

kow
ski/O

sth
a

u
s, G

estaltungsm
öglichkeiten durch R

echtsw
ahl beim

 E
rbrecht 

des überlebenden E
hegatten in internationalen F

ällen, D
notZ

 1997, S. 11; K
u

rt S
ieh

r, Internationales P
rivatrecht （2001

）, S. 19; d
ers, G

üterrechts- 

u
n

d
 E

rb
statu

t im
 d

eu
tsch

-sch
w

eizerisch
en

 R
ech

tsverkeh
r - Z

u
r T

h
eorie d

er rech
tsfortb

ild
en

d
en

 in
tern

ation
alen

 K
oord

in
ation

 con
 IP

R
-

System
en -, in: R

olf A
. Schütze ［H

rsg

］, E
inheit und V

ielfalt des R
echts: F

estschrift für R
einhold G

eim
er, S. 1104f.

（
90
）　R

egB
egr B

T-D
rucks 10/504, S. 58.

（
91
）　D

ieter H
en

rich
, Internationa l Scheidungsrecht, 6. A

ufl. （1992

）, S. 87; K
rop

h
oller, a.a.O

. （F
n. 56

）, S. 355.

（
92
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 131.

（
93
）　V

eit S
toll, R

echtsw
ahl im

 N
am

ens-, E
he- und E

rbrecht （1991

）, S. 48.
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六
七
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三
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一
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五
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一
八
三

（
94
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 143.

（
95
）　D

ieter H
en

rich
, D

ie R
echtsw

ahl im
 deutschen internationalen F

am
ilienrecht , in: C

onflict and Integration （1988

）, S. 568.
（
96
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 152.

（
97
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 152.

（
98
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 152.

（
99
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 152.

（
１００
）　C

h
ristia

n
 von

 B
a

r, Internationales P
rivatrecht, B

and. 2 （1991

）, R
n. 225.

（
１０１
）　B

ericht des R
echtsausshusses, B

T-D
rucks 10/5632, S. 42.

（
１０２
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 97.

（
１０３
）　K

ü
h

n
e, a.a.O

. （F
n. 66

）, S. 103.

（
１０４
）　R

egB
egr B

T-D
rucks 10/504, S. 58.

（
１０５
）　K

ü
h

n
e, a.a.O

. （F
n. 66

）, S. 103.

（
１０６
）　R

egB
egr B

T-D
rucks 10/504, S. 58.

（
１０７
）　H

en
rich

, a.a.O
. （F

n. 95

）, S. 567.

（
１０８
）　R

igaux/F
allon, D

roit in
tern

a
tion

a
l p

rivé, t. 2 （1993
）, no 1437.

（
１０９
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1437.

（
１１０
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1437.

（
１１１
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1437.

（
１１２
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1437.

（
１１３
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1438.

（
１１４
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1438.

（
１１５
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1438.

（
１１６
）　R

igaux/F
allon, su

p
ra

 note 108, no 1438.
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（
１１７
）　D

oc Sénat 2-1225/1.
（
１１８
）　D

oc Sénat 2-1225/1.
（
１１９
）　D

oc Sénat 2-1225/1.

（
１２０
）　D

oc Sénat 2-1225/1.

（
１２１
）　D

oc Sénat 2-1225/1.

（
１２２
）　D

oc Sénat 2-1225/1.

（
１２３
）　M

a
n

kow
ski, a.a.O

. （F
n. 8

）, A
rt 15 E

G
B

G
B

, R
n. 92; H

en
rich

, a.a.O
. （F

n. 95

）, S. 567. 

ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
判
例
及
び
学

説
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
丸
岡
松
雄
﹁
フ
ラ
ン
ス
國
際
私
法
に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
準
據
法
決
定
﹂
法
学
二
〇
巻
二
号
（
一
九
五
六
年
）
五
六
頁
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ

れ
て
い
る
。

（
１２４
）　M

ayer/H
euzé, D

roit in
tern

a
tion

a
l p

rivé （11
e édition, 2014

）, no 812.

（
１２５
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 812.

（
１２６
）　M

ayer, D
roit in

tern
a

tion
a

l p
rivé （4

e édition, 1991

）, no 773.

（
１２７
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 770.

（
１２８
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 812.

（
１２９
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 812.

（
１３０
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 812.

（
１３１
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 812.

（
１３２
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 812.

（
１３３
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 812.

（
１３４
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 771.

（
１３５
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 771.

（
１３６
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 771.

（
１３７
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 771.
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七
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五

（
１３８
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 771.

（
１３９
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 771.

（
１４０
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 771.

（
１４１
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 773.

（
１４２
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 773.

（
１４３
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 813. 

前
述
の
よ
う
に
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
は
こ
れ
に
対
し
て
、﹁
準
拠
法
の
指
定
は
、
明
示
の
も
の
で
あ
る
か
、
又
は
夫
婦

財
産
契
約
の
規
定
か
ら
当
然
に
生
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂（
第
一
一
条
後
段
）
と
す
る
。

（
１４４
）　

M
ayer, su

p
ra

 note 126, no 773.

（
１４５
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 774.

（
１４６
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 775.

（
１４７
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 775.

（
１４８
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 777.

（
１４９
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 777.

（
１５０
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 777.

（
１５１
）　M

ayer, su
p

ra
 note 126, no 778.

（
１５２
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 815.

（
１５３
）　M

ayer/H
euzé, su

p
ra

 note 124, no 815.

（
１５４
）　P

roposal for a council regulation on jurisdiction, applicable law
 and the recognition and enforcem

ent of decisions in m
atters of m

atrim
onial 

property regim
es （“R

om
e IV

 P
roposal”

）, C
O

M

（2011

） 126 final, E
xplanatory M

em
orandum

, 1.1.

（
１５５
）　D

raft program
m

e of m
easures for im

plem
entation of the principle of m

utual recognition of decisions in civil and com
m

ercial m
atters, O

J C
 12/1.

（
１５６
）　T

he H
ague P

rogram
m

e: strengthening freedom
, security and justice in the E

uropean U
nion, O

J C
 53/1.

（
１５７
）　T

he Stockholm
 P

rogram
m

e: A
n open and secure E

urope serving and protecting citizens, O
J C

 115/1.

（
１５８
）　G

reen
 P

ap
er on

 con
flict of law

s in
 m

atters con
cern

in
g m

atrim
on

ial p
rop

erty regim
es, in

clu
d

in
g th

e qu
estion

 of ju
risd

iction
 an

d
 m

u
tu

al 
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一
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八
六

recognition, C
O

M

（2006

） 400 final.
（
１５９
）　Su

m
m

ary of R
ep

lies to th
e G

reen
 P

ap
er on

 th
e C

on
flict of L

aw
s in

 M
atters con

cern
in

g on
 M

atrim
on

ial P
rop

erty R
egim

es, in
clu

d
in

g th
e 

Q
uestions of Jurisdiction and M

utual R
ecognition （“Sum

m
ary of R

eplies”

）, p. 2.

（
１６０
）　R

om
e IV

 P
roposal, E

xplanatory M
em

orandum
, 2.

（
１６１
）　R

om
e IV

 P
roposal, E

xplanatory M
em

orandum
, 2.

（
１６２
）　R

om
e IV

 P
roposal, E

xplanatory M
em

orandum
, 2.

（
１６３
）　E

U
 C

itizenship R
eport 2010: D

ism
antling the obstacles to E

U
 citizens’ rights, C

O
M

（2010

） 603 final, 2.1.1.

（
１６４
）　C

O
M

（2010

） 603 final, 2.1.1.

（
１６５
）　E

uropean P
arliam

ent legislative resolution of 10 Septem
ber 2013 on the proposal for a C

ouncil regulation on jurisdiction, applicable law
 and the 

recognition and enforcem
ent of decisions in m

atters of m
atrim

onial property regim
es （P7_T

A
- P

R
O

V

（2013

）0338

）.

（
１６６
）　

二
〇
一
三
年
九
月
一
〇
日
の
欧
州
議
会
立
法
決
議
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
て
い
る
（A

m
endm

ent 60, P7_T
A

- P
R

O
V

（2013

）0338

）。

第
一
項　

夫
婦
又
は
将
来
の
夫
婦
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
の
一
つ
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
指
定
又
は
変
更
す
る
こ
と
を
合
意
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

⒜　

当
該
合
意
が
締
結
さ
れ
る
時
に
お
い
て
、
夫
婦
若
し
く
は
将
来
の
夫
婦
又
は
そ
の
一
方
が
常
居
所
を
有
す
る
国
の
法
又
は

　

⒝　

当
該
合
意
が
締
結
さ
れ
る
時
に
お
い
て
、
夫
婦
又
は
将
来
の
夫
婦
の
一
方
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
法
。

第
二
項　

夫
婦
が
別
段
の
合
意
を
し
な
い
限
り
、
婚
姻
中
に
な
さ
れ
た
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
の
変
更
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
項　

夫
婦
が
当
該
準
拠
法
の
変
更
を
溯
及
さ
せ
る
こ
と
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
溯
及
効
は
、
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
法
に
従
い
締
結
さ
れ
た
以
前
の
取
引
の
有
効

性
又
は
以
前
の
準
拠
法
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
第
三
者
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

（
１６７
）　

二
〇
一
三
年
九
月
一
〇
日
の
欧
州
議
会
立
法
決
議
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
て
い
る
（A

m
endm

ent 64, P7_T
A

- P
R

O
V

 （2013

） 0338

）。

（
１６８
）　N

in
a

 D
eth

loff, G
ü

terrech
t in

 E
u

rop
a - P

ersp
ektiven

 fü
r ein

e A
n

gleich
u

n
g au

f kollision
s- u

n
d

 m
ateriellrech

tlich
er E

ben
e, in

 K
ron

ke/T
h

orn 

［H
rsg

］, G
renzen überw

inden - P
rinzipien bew

ahren: F
estschrift für B

ernd von H
offm

ann （2011

）, S. 77.

（
１６９
）　D

eth
loff, a.a.O

. （F
n. 168

）, S. 78.

（
１７０
）　R

om
e IV

 P
roposal, E

xplanatory M
em

orandum
, 5.3.
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（
１７１
）　R

om
e IV

 P
roposal, E

xplanatory M
em

orandum
, 5.3.

（
１７２
）　R

om
e IV

 P
roposal, E

xplanatory M
em

orandum
, 5.3.

（
１７３
）　R

om
e IV

 P
roposal, E

xplanatory M
em

orandum
, 5.3.

（
１７４
）　R

ecital 19 of R
om

e IV
 P

roposal.

（
１７５
）　Sum

m
ary of R

eplies, p. 4.

（
１７６
）　Sum

m
ary of R

eplies, p. 5.

（
１７７
）　R

ecital 19 of R
om

e IV
 P

roposal.

（
１７８
）　Sum

m
ary of the Im

pact A
ssessm

ent, SE
C

（2011

） 328 final, 4.2.

（
１７９
）　Sum

m
ary of the Im

pact A
ssessm

ent, 4.1.1.

（
１８０
）　D

eth
loff, a.a.O

. （F
n. 168

）, S. 79.

（
１８１
）　N

in
a

 D
eth

loff, D
en

n
 sie w

issen
 n

ich
t, w

as sie tu
n

: P
rateiau

ton
om

ie im
 In

tern
ation

alen
 F

am
ilien

rech
t, in

: W
itzleb/E

llger/M
an
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ski/M

erkt/

R
eim

ien ［H
rsg

］, F
estschrift für D
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artiny （2014

）, S. 47.

（
１８２
）　

南
・
前
掲
注
（
2
）
七
三
頁
。

（
１８３
）　

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
注
（
4
）
四
一
頁
︹
青
木
︺。

（
１８４
）　

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
注
（
4
）
四
一
～
四
二
頁
︹
青
木
︺。
同
様
に
分
割
指
定
を
肯
定
す
る
も
の
と
し
て
、
溜
池
良
夫
﹃
国
際
私
法
講
義
︹
第
三
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二

〇
〇
五
年
）
四
五
二
頁
、
山
田
鐐
一
﹃
国
際
私
法
︹
第
三
版
︺﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
四
三
三
頁
、
木
棚
照
一
＝
松
岡
博
＝
渡
辺
惺
之
﹃
国
際
私
法
概
論
︹
第
五
版
︺﹄（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
二
一
一
頁
、
木
棚
照
一
＝
松
岡
博
編
﹃
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
国
際
私
法
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
四
）
九
八
頁
︹
佐
野
寛
︺
な
ど
。

（
１８５
）　

南
・
前
掲
注
（
2
）
七
二
頁
。

（
１８６
）　

な
お
、
ハ
ー
グ
夫
婦
財
産
制
条
約
の
公
式
報
告
書
に
お
い
て
は
、﹁
選
択
さ
れ
た
法
の
適
用
の
根
拠
は
夫
婦
の
共
通
の
意
思
に
あ
り
、
こ
の
解
決
策
は
、
夫
婦
の
一
方
の
み

に
関
連
し
て
存
在
す
る
要
素
に
依
拠
す
る
客
観
的
連
結
点
に
対
す
る
異
議
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂（von O

verbeck, su
p

ra
 note 18, p. 336, para. 34

）
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
夫
婦
の
一
方
に
し
か
関
連
を
有
し
な
い
連
結
点
は
そ
れ
自
体
で
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
夫
婦
の
意
思
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
準
拠
法
決
定
の
た

め
の
連
結
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
１８７
）　

南
・
前
掲
注
（
2
）
七
一
頁
。



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
三
号�

一
一
〇

夫
婦
財
産
制
法
に
お
け
る
当
事
者
自
治
の
根
拠
に
関
す
る
一
考
察

一
一
八
八

（
１８８
）　

櫻
田
嘉
章
＝
道
垣
内
正
人
編
﹃
注
釈
国
際
私
法
第
一
巻
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
三
六
七
頁
︹
竹
下
啓
介
︺。

（
１８９
）　

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
注
（
4
）
六
一
頁
︹
青
木
︺。

（
１９０
）　

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
注
（
4
）
六
一
頁
︹
青
木
︺。

（
１９１
）　

中
西
康
ほ
か
﹃
リ
ー
ガ
ル
ク
エ
ス
ト
国
際
私
法
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
三
〇
四
頁
。




